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１．概要

 本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第 41 条 有機溶媒等

による火災又は爆発に対処するための設備」に関して、基本設計方針

に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、補足説明すべき事項に

ついて整理した結果を示すものである。

 整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：

添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施

した。

２．本資料の構成

 「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説

明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏

まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理

結果を別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。

 別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設

計方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等

を図る。

 別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次

の展開

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第１回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。

 別紙３：基本設計方針の添付書類への展開（追而）

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。

 別紙４：添付書類の発電炉との比較（追而）

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がな

いかを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差があ

ることが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対

象外）。

 別紙５：補足説明すべき項目の抽出（追而）

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補

足が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との

比較を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追

加すべきものを抽出する。

 別紙６：変更前記載事項の既工認等との紐づけ

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけ

を示す。

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に

示す。
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：商業機密の観点から公開できない箇所



再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和３年９月８日　Ｒ１

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 9/6 0

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 9/8 1

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 9/6 0 ※本別紙は追而とする。

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 9/6 0 ※本別紙は追而とする。

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 9/6 0 ※本別紙は追而とする。

別紙６ 変更前記載事項の既工認等との紐づけ 9/6 0 ※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。

有機溶媒00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（有機溶媒）】

別紙
備考

(1/1) 4



令和３年９月６日 Ｒ０ 

別紙１ 

基本設計方針の許可整合性、 

発電炉との比較 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十一条 （有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（1 / 4） 

  （重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第四十一条 

セル内において有機溶媒その

他の物質を内包する施設に

は、再処理規則第一条の三第

四号に掲げる重大事故の発生

又は拡大を防止するために必

要な次に掲げる重大事故等対

処設備が設けられていなけれ

ばならない。

一 火災又は爆発の発生 (リ

ン酸トリブチルの混入による

急激な分解反応により発生す

るものを除く。) を未然に防

止するために必要な設備

二 火災又は爆発が発生した

場合において火災又は爆発を

収束させるために必要な設備

Ｔ加① 

三 火災又は爆発が発生した

設備に接続する換気系統の配

管の流路を遮断するために必

要な設備及び換気系統の配管

内が加圧状態になった場合に

セル内に設置された配管の外

部へ放射性物質を排出するた

めに必要な設備

四 火災又は爆発が発生した

場合において放射性物質の放

出による影響を緩和するため

に必要な設備 

（Ｔ加③から⑧は技術基準規

則第三十六条への適合方針） 

第２章 個別項目 

２ 再処理設備本体 

2.4 精製施設 

2.4.● 重大事故時プルトニウム濃縮

缶加熱停止設備 

Ｔ加① 

 

 

 

 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(ロ) 重大事故時プルトニウム濃縮缶加

熱停止設備

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

した場合において，プルトニウム濃縮缶

の加熱を停止することで，プルトニウム

濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応の再発を防止するために必要な

重大事故等対処設備を設置する。□1  

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，一次蒸気停止弁で構成する。Ｔ

加① 

安全保護回路の一部である重大事故時供

給停止回路を常設重大事故等対処設備と

して設置する。□2  

設計基準対象の施設と兼用するプルトニ

ウム精製設備の一部であるプルトニウム

濃縮缶，電気設備の一部である受電開閉

設備等及び工程計装設備の一部を常設重

大事故等対処設備として位置付ける。Ｔ

加① 

 

 

 

4.5.2.2  重大事故時プルトニウム濃縮

缶加熱停止設備 

4.5.2.2.1  概  要 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

した場合において，プルトニウム濃縮缶

の加熱を停止することで，プルトニウム

濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応の再発を防止するために必要な

重大事故等対処設備を設置する。◇1  

重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応の発生を判定

し，警報が発報した場合に，プルトニウ

ム濃縮缶の加熱を停止する。◇1

4.5.2.2.2 系統構成及び主要設備 

プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の再発を防止する

ための設備として，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応に対処するため，重大事故

時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備を設

ける。◇1  

(１) 系統構成

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

した場合の重大事故等対処設備として，

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備を使用する。◇1

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，一次蒸気停止弁で構成する。◇1

重大事故時供給停止回路を常設重大事故

等対処設備として設置する。◇1  

設計基準対象の施設と兼用するプルトニ

ウム精製設備の一部であるプルトニウム

濃縮缶，電気設備の一部である受電開閉

設備等及び計装設備の一部であるプルト

ニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮

缶気相部温度計，プルトニウム濃縮缶液

相部温度計，プルトニウム濃縮缶加熱蒸

気温度計を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。◇2

該当する記載なし 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
  ：許可からの変更点等 

【「等」の解説】 

「受電開閉設備等」の指す内容

は添付書類で示すため当該箇所

では許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点等】 

基本設計方針の記載に合わ

せ，記載の語尾を統一。
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十一条 （有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（2 / 4） 

  （重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

い

Ｔ加① 

Ｔ加③a 

安全保護回路については「ヘ．(２) 主

要な安全保護回路の種類」に，工程計装

設備については，「ヘ．(３) 主要な工

程計装設備の種類」に，電気設備につい

ては，「リ．(１)(ⅰ) 電気設備」に示

す。□2  

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，重大事故時供給停止回路の分解

反応検知機器においてＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応の発生を判定した場合

に，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱

停止設備の一次蒸気停止弁を閉止するこ

とにより，プルトニウム濃縮缶の加熱を

停止できる設計とする。Ｔ加① 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は内的

事象を起因として発生を仮定するため，

外的事象（地震等）を要因とした設備の

損傷は想定しない。□3  

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，設計基準事故に対処する加熱停

止のための設備である遮断弁（自動）と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，動作原理の異

なる手動弁とすることで，設計基準事故

に対処する加熱停止のための設備である

遮断弁（自動）に対して多様性を有する

設計とする。Ｔ加③a 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，設計基準事故に対処する加熱停

止のための設備と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，設計基準事故に対処する加熱停止の

ための設備を設置する部屋と異なる部屋

に設置することにより，設計基準事故に

対処する加熱停止のための設備と位置的

分散を図る設計とする。Ｔ加③b 

重大事故時供給停止回路については

「6.2.4.2 系統構成及び主要設備」

に，計装設備については「6.2.1.4 系

統構成及び主要設備」に，電気設備につ

いては「9.2.2.4 系統構成」に示す。

◇2  

(２) 主要設備

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備の一次蒸気停止弁は，精製建屋にて

手動によりプルトニウム濃縮缶の加熱を

停止できる設計とする。◇1  

4.5.2.2.3 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散

基本方針については，「1.7.18 (１)ａ．

多様性，位置的分散」に示す。◇3

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，設計基準事故に対処する加熱停

止のための設備である遮断弁（自動）と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，動作原理の異

なる手動弁とすることで，設計基準事故

に対処する加熱停止のための設備である

遮断弁（自動）に対して多様性を有する

設計とする。◇1  

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，設計基準事故に対処する加熱停

止のための設備と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，設計基準事故に対処する加熱停止の

ための設備を設置する部屋と異なる部屋

に設置することにより，設計基準事故に

対処する加熱停止のための設備と位置的

分散を図る設計とする。◇1  

【許可からの変更点等】 

「TBP 等の錯体」の定義を

明確にした。 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十一条 （有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（3 / 4） 

  （重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
Ｔ加③b 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停

止設備は，自然現象，人為事象，溢

水，化学薬品漏えい，火災及び内部発

生飛散物により重大事故等に対処する

ための機能を損なわないよう，修理等

の対応，関連する工程の停止等の手順

を保安規定に定めて，管理する。Ｔ加

③c,Ｔ加⑥d

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停

止設備は，安全機能を有する施設とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大

事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。Ｔ加④ 

Ｔ加

⑤a, Ｔ加⑤b

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停

止設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応により瞬間的に上昇する温度及

び圧力の影響を考慮しても機能を損な

わない設計とする。Ｔ加⑥a 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停

止設備は，配管の全周破断に対して，

適切な材質とすることにより，漏えい

した放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により機能を損

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，自然現象，人為事象，溢水，化

学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物

に対して修理等の対応，関連する工程の

停止等により重大事故等に対処するため

の機能を損なわない設計とする。Ｔ加③

c 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，安全機能を有する施設として使

用する場合と同じ系統構成で重大事故等

対処設備として使用することにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。Ｔ加④ 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，プルトニウム濃縮缶の加熱を停

止するための設備を１基以上◇4 有する設

計とする。Ｔ加⑤a 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応により瞬間的に上昇する温度及び圧力

の影響を考慮しても機能を損なわない設

計とする。Ｔ加⑥a 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，配管の全周破断に対して，適切

な材質とすることにより，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）により機能を損なわない設計

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，地震等により機能が損なわれる

場合，修理等の対応により機能を維持す

る設計とする。また，必要に応じて関連

する工程を停止する等の手順を整備す

る。◇1  

(２) 悪影響防止

基本方針については，「1.7.18 (１)

ｂ．悪影響防止」に示す。◇3  

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，安全機能を有する施設として使

用する場合と同じ系統構成で重大事故等

対処設備として使用することにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。◇1  

(３) 個数及び容量

基本方針については，「1.7.18 (２)個

数及び容量」に示す。◇3

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，プルトニウム濃縮缶の加熱を停

止するための設備を１基以上有する設計

とする。◇4

(４) 環境条件等

基本方針については，「1.7.18 (３)環

境条件等」に示す。◇3

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応により瞬間的に上昇する温度及び圧力

の影響を考慮しても機能を損なわない設

計とする。◇1

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，地震等により機能が損なわれる

場合，修理等の対応により機能を維持す

る設計とする。また，必要に応じて関連

する工程を停止する等の手順を整備す

る。Ｔ加⑥d 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，配管の全周破断に対して，適切

な材質とすることにより，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）により機能を損なわない設計

Ｔ加⑤b（P4から） 

【許可からの変更点等】 

手動弁につき仕様表がな

いことから，文章にて設

備数を記載した。 

【許可からの変更点等】 

基本設計方針の記載に合

わせ，記載の語尾を統

一。 

【「等」の解説】 

放射性物質を含む腐食性の

液体は多数あり，列挙する

と煩雑になることから，許

可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「修理等」とは対処する

ために必要な機能の回復

方法の総称として示した

記載，「関連する工程の

停止等」とは対処するた

めの設備への流体の供給

停止方法の総称として示

した記載であることから

許可の記載を用いた。 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十一条 （有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（4 / 4） 

  （重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
なわない設計とする。Ｔ加⑥b 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停

止設備は，想定される重大事故等が発

生した場合においても操作に支障がな

いように，線量率の高くなるおそれの

少ない場所を選定した設計とする。Ｔ

加⑥c 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停

止設備は，精製建屋にて操作し易い構

造とし，確実に操作が可能な設計とす

る。Ｔ加⑦ 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停

止設備は，再処理施設の運転中又は停

止中に外観検査及び分解点検が可能な

設計とする。Ｔ加⑧ 

とする。Ｔ加⑥b 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，想定される重大事故等が発生し

た場合においても操作に支障がないよう

に，線量率の高くなるおそれの少ない場

所を選定した設計とする。Ｔ加⑥c 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，精製建屋にて操作し易い構造と

し，確実に操作が可能な設計とする。Ｔ

加⑦ 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，再処理施設の運転中又は停止中

に外観検査及び分解点検が可能な設計と

する。Ｔ加⑧ 

(ⅱ)主要な設備及び機器の種類 

(ｂ)重大事故等対処設備 

(ロ)重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停

止設備

［常設重大事故等対処設備］

プルトニウム濃縮缶（「ニ．(４)(ⅱ)(ａ)(ロ)

プルトニウム精製設備」と兼用）□4

一次蒸気停止弁 １基Ｔ加⑤b 

とする。◇1  

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，想定される重大事故等が発生し

た場合においても操作に支障がないよう

に，線量率の高くなるおそれの少ない場

所に設置し，操作可能な設計とする。◇1  

(５) 操作性の確保

基本方針については，「1.7.18 (４)

ａ．操作性の確保」に示す。◇3

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，精製建屋にて操作し易い構造と

し，確実に操作が可能な設計とする。◇1

4.5.2.2.4 主要設備の仕様 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備の主要設備の仕様を第 4.5－７表

に，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱

停止設備の系統概要図を第 4.5－９図

に，機器配置概要図を第 4.5－11 図及び

第 4.5－12 図に示す。◇3  

4.5.2.2.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18 (４)

ｂ．試験・検査性」に示す。◇3  

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備は，再処理施設の運転中又は停止中

に外観検査及び分解点検が可能な設計と

する。◇1  

第 4.5－７表(1) 重大事故時プルトニ

ウム濃縮缶加熱停止設備の主要設備の仕

様

(１)重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱

停止設備

［常設重大事故等対処設備］

ａ．プルトニウム濃縮缶（「4.5.1.3 プ

ルトニウム精製設備」と兼用）

「第 4.5－２表 プルトニウム精製設備

の主要設備の仕様」に記載する。◇4

ｂ．一次蒸気停止弁

基 数 １◇1  Ｔ加⑤b（P3へ） 
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別紙１② 

第四十一条（有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停

止設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 
項・

号 

解

釈 
添付書類 

Ｔ加

① 

加熱停止に必要な設備設計 技術基準規則（第四十一条）の要求事項

を受けている内容 

1 項

二号 
－ a, c, d

Ｔ加

② 

欠番 

Ｔ加

③ 

多様性，位置的分散に関する内容 技術基準規則（第三十六条）に基づく共

通設計方針のうち，技術基準規則（第四

十一条）の設備として考慮すべき特記事

項 

2 項

一号 
－ b 

Ｔ加

④ 

悪影響防止に関する内容 技術基準規則（第三十六条）に基づく共通

設計方針のうち，技術基準規則（第四十一

条）の設備として考慮すべき特記事項

1 項

六号 
－ b 

Ｔ加

⑤ 

個数及び容量に関する内容 技術基準規則（第三十六条）に基づく共通

設計方針のうち，技術基準規則（第四十一

条）の設備として考慮すべき特記事項

1 項

一号 
－ a 

Ｔ加

⑥ 

環境条件等に関する内容 技術基準規則（第三十六条）に基づく共通

設計方針のうち，技術基準規則（第四十一

条）の設備として考慮すべき特記事項

1 項

二号

七号 

－ b 

Ｔ加

⑦ 

操作性の確保に関する内容 技術基準規則（第三十六条）に基づく共通

設計方針のうち，技術基準規則（第四十一

条）の設備として考慮すべき特記事項

1 項

三号

五号 

－ b 

Ｔ加

⑧ 

試験・検査の確保に関する内容 技術基準規則（第三十六条）に基づく共通

設計方針のうち，技術基準規則（第四十一

条）の設備として考慮すべき特記事項

1 項

四号 
－ b 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  重複記載 前後述の本文に重複した記載があることから，基本設

計方針に記載しない 

- 

□2  他条文との重複記載 第四十一条以外の基本設計方針にて重複した記載があ

ることから，基本設計方針に記載しない。 

- 

□3  事故の想定条件 事故条件の想定であるため，基本設計方針に記載しな

い。 

- 

□4  設備仕様 仕様表にて記載する。 e 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1 重複記載 事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内

の記載と重複する内容であるため，記載しない。 

-
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別紙１② 

◇2  他条文との重複記載 第四十一条以外の基本設計方針にて重複した記載があ

ることから，基本設計方針に記載しない。 

- 

◇3  仕様表等の呼び込み 仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，記載しな

い。 

- 

◇4  仕様表に記載 仕様表にて具体化する内容であることから，基本設計

方針に記載しない。 

e 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関

する説明書 

c Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

d Ⅴ-2-4 重大事故等対処設備の耐圧強度に関する計算書 

e 仕様表（設計条件及び仕様） 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十一条 （有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（1 / 6） 

（重大事故時供給停止回路） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第四十一条 

セル内において有機溶媒その

他の物質を内包する施設に

は、再処理規則第一条の三第

四号に掲げる重大事故の発生

又は拡大を防止するために必

要な次に掲げる重大事故等対

処設備が設けられていなけれ

ばならない。

一 火災又は爆発の発生 (リ

ン酸トリブチルの混入による

急激な分解反応により発生す

るものを除く。) を未然に防

止するために必要な設備

二 火災又は爆発が発生した

場合において火災又は爆発を

収束させるために必要な設備

Ｔ供① 

三 火災又は爆発が発生した

設備に接続する換気系統の配

管の流路を遮断するために必

要な設備及び換気系統の配管

内が加圧状態になった場合に

セル内に設置された配管の外

部へ放射性物質を排出するた

めに必要な設備

四 火災又は爆発が発生した

場合において放射性物質の放

出による影響を緩和するため

に必要な設備 

（Ｔ供④から⑨は技術基準規

則第三十六条への適合方針） 

第２章 個別項目 

４ 計測制御系統施設 

4.4 重大事故時供給停止回路 

Ｔ供①,② 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系

は，ハードワイヤードロジックで構成

する。Ｔ供② 

 

(ⅱ) 重大事故等対処設備 

(ｃ) 重大事故時供給停止回路 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

した場合において，プルトニウム濃縮缶

への供給液の供給を停止することで，プ

ルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応の再発を防止するた

めに必要な重大事故等対処設備を設置す

る。□1

重大事故時供給停止回路は，分解反応検

知機器及び緊急停止系で構成する。Ｔ供

①,②

また，設計基準対象の施設と兼用する工

程計装設備の一部及び電気設備の一部で

ある受電開閉設備等を常設重大事故等対

処設備として位置付ける。Ｔ供①,② 

工程計装設備については「ヘ．(３) 主

要な工程計装設備の種類」に，電気設備

については「リ．(１)（ⅰ） 電気設

備」に示す。□2  

6.2.4 重大事故時供給停止回路 

6.2.4.1 概  要 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

した場合において，プルトニウム濃縮缶

への供給液の供給を停止することで，プ

ルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応の再発を防止するた

めに必要な重大事故等対処設備を設置す

る。◇1

重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応の発生を判定し

た場合に，プルトニウム濃縮缶への供給

液の供給を自動及び手動で停止する。◇1  

6.2.4.2 系統構成及び主要設備 

プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の再発を防止する

ための設備として，プルトニウム濃縮缶

への供給液の供給を停止するため，重大

事故時供給停止回路を設ける。◇1  

(１) 系統構成

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

した場合の重大事故等対処設備として，

重大事故時供給停止回路を使用する。◇1

重大事故時供給停止回路は，分解反応検

知機器及び緊急停止系で構成する。◇1 重

大事故時供給停止回路の緊急停止系は，

ハードワイヤードロジックで構成する。

Ｔ供① 

また，設計基準対象の施設と兼用する計

装設備の一部であるプルトニウム濃縮缶

供給槽液位計，供給槽ゲデオン流量計，

プルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウ

ム濃縮缶気相部温度計，プルトニウム濃

縮缶液相部温度計及び電気設備の一部で

ある受電開閉設備等を常設重大事故等対

処設備として位置付ける。◇2

計装設備については「6.2.1.3 主要設

備及び仕様」に，電気設備については

「9.2.2.4 系統構成」に示す。◇2  

該当する記載なし 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
  ：許可からの変更点等 

【凡例】 

【「等」の解説】 

「受電開閉設備等」の指す内容

は添付書類で示すため当該箇所

では許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点等】 

基本設計方針の記載に合わ

せ，記載の語尾を統一。
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十一条 （有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（2 / 6） 

（重大事故時供給停止回路） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

Ｔ供

①

Ｔ供① 

Ｔ供①

Ｔ供① 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応が発生した場合

に，分解反応検知機器であるプルトニウ

ム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気

相部温度計及びプルトニウム濃縮缶液相

部温度計の３台の検出器によりプルトニ

ウム濃縮缶の異常を検知し，警報を発報

する。Ｔ供① 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生

の判定には，検出器３台からの警報の

「２ out of ３」論理を用い，同時に２

台以上の検出器からプルトニウム濃縮缶

の異常を検知した警報が発せられた場合

に，分解反応検知機器の論理回路がＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応が発生した

と判定する。Ｔ供① 

論理回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応が発生したと判定した場合に，中

央制御室に警報を発し，ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応への対処を促すととも

に，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン

を停止するための重大事故時供給液停止

弁の閉信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の

開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の

起動信号，廃ガス貯留設備の精製建屋塔

槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号及

び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風

機の停止信号を発することができる設計

とする。プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデ

オンを停止するための重大事故時供給液

停止弁は，論理回路によるＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応の発生の判定から１

分以内に閉止することで，プルトニウム

濃縮缶への供給液の供給を停止できる設

計とする。Ｔ供① 

重大事故時供給停止回路のうち分解反応

検知機器のプルトニウム濃縮缶圧力計，

プルトニウム濃縮缶気相部温度計及びプ

ルトニウム濃縮缶液相部温度計は，プル

トニウム濃縮缶の異常を検知するために

警報設定値を有する設計とする。Ｔ供① 

(２) 主要設備

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応が発生した場合

に，分解反応検知機器であるプルトニウ

ム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気

相部温度計及びプルトニウム濃縮缶液相

部温度計の３台の検出器によりプルトニ

ウム濃縮缶の異常を検知し，警報を発す

る。◇1

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生

の判定には，検出器３台からの警報の

「２ out of ３」論理を用い，同時に２

台以上の検出器からプルトニウム濃縮缶

の異常を検知した警報が発せられた場合

に，論理回路がＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応が発生したと判定する。◇1  

分解反応検知機器の論理回路は，ＴＢＰ

等の錯体の急激な分解反応が発生したと

判定した場合に，中央制御室に警報を発

し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応へ

の対処を促すとともに，プルトニウム濃

縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重

大事故時供給液停止弁の閉信号，廃ガス

貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留

設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯

留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の隔離弁の閉信号及び精製建屋塔槽類廃

ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）の排風機の停止信号を発す

ることができる設計とする。プルトニウ

ム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するため

の重大事故時供給液停止弁は，論理回路

によるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

の発生の判定から１分以内に閉止するこ

とで，プルトニウム濃縮缶への供給液の

供給を停止できる設計とする。◇1

重大事故時供給停止回路のうち分解反応

検知機器のプルトニウム濃縮缶圧力計，

プルトニウム濃縮缶気相部温度計及びプ

ルトニウム濃縮缶液相部温度計は，プル

トニウム濃縮缶の異常を検知するために

警報設定値を有する設計とする。◇1

【許可からの変更点等】 

基本設計方針の記載に合

わせ，記載の語尾を統

一。（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「ＴＢＰ等の錯体」は，り

ん酸三ブチル又はその分解

生成物であるりん酸二ブチ

ル，りん酸一ブチルと硝

酸，硝酸ウラニル又は硝酸

プルトニウムの錯体を表

す。（以下同じ）
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（重大事故時供給停止回路） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

Ｔ供①

Ｔ供①

Ｔ供① 

Ｔ供①

Ｔ供① 

Ｔ供

② 

プルトニウム濃縮缶圧力計の警報設定値

は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が

発生した場合にプルトニウム濃縮缶気相

部の圧力が瞬間的に上昇することから，

設計基準対象の施設であるプルトニウム

濃縮缶圧力の圧力高警報設定値の約２倍

を目安に設定することにより，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応を検知できる設

計とする。Ｔ供① 

プルトニウム濃縮缶気相部温度計の警報

設定値は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応が発生した場合にプルトニウム濃縮

缶気相部温度が急激に上昇することか

ら，文献値を基にＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応が発生する温度を目安に設定

することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応を検知できる設計とする。Ｔ

供① 

プルトニウム濃縮缶液相部温度計の警報

設定値は，熱的制限値を目安に設定する

ことにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応を検知できる設計とする。Ｔ供① 

分解反応検知機器の論理回路は，１系列

当たり２台設ける多重化構成とし，プル

トニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃

縮缶気相部温度計及びプルトニウム濃縮

缶液相部温度計からの信号が分配されて

入力される。そのため，１台の論理回路

の機能が喪失した場合でも，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の検知機能を喪失

しないよう設計する。Ｔ供① 

重大事故時供給停止回路は，検出器又は

論理回路のいずれかにおいて故障を検知

した場合に中央制御室に故障警報を発す

ること又は運転員による指示値の確認を

行うことにより，速やかに異常を把握で

きる設計とする。Ｔ供① 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系

は，緊急停止操作スイッチ及び重大事故

時供給液停止弁から構成し，プルトニウ

ム濃縮缶へ供給液を供給するプルトニウ

ム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するため

の重大事故時供給液停止弁の閉信号を発

することで，プルトニウム濃縮缶供給槽

ゲデオンを停止することにより，ＴＢＰ

プルトニウム濃縮缶圧力計の警報設定値

は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が

発生した場合にプルトニウム濃縮缶気相

部の圧力が瞬間的に上昇することから，

設計基準対象の施設であるプルトニウム

濃縮缶圧力の圧力高警報設定値の約２倍

を目安に設定することにより，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応を検知できる設

計とする。◇1  

プルトニウム濃縮缶気相部温度計の警報

設定値は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応が発生した場合にプルトニウム濃縮

缶気相部温度が急激に上昇することか

ら，文献値を基にＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応が発生する温度を目安に設定

することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応を検知できる設計とする。◇1  

プルトニウム濃縮缶液相部温度計の警報

設定値は，熱的制限値を目安に設定する

ことにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応を検知できる設計とする。◇1  

分解反応検知機器の論理回路は，１系列

当たり２台設ける多重化構成とし，プル

トニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃

縮缶気相部温度計及びプルトニウム濃縮

缶液相部温度計からの信号が分配されて

入力される。そのため，１台の論理回路

の機能が喪失した場合でも，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の検知機能を喪失

しないよう設計する。◇1

重大事故時供給停止回路は，検出器又は

論理回路のいずれかにおいて故障を検知

した場合に中央制御室に故障警報を発す

ること又は運転員による指示値の確認を

行うことにより，速やかに異常を把握で

きる設計とする。◇1  

重大事故時供給停止回路の緊急停止系

は，緊急停止操作スイッチ及び重大事故

時供給液停止弁から構成し，プルトニウ

ム濃縮缶へ供給液を供給するプルトニウ

ム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するため

の重大事故時供給液停止弁の閉信号を発

することでプルトニウム濃縮缶供給槽ゲ

デオンを停止することにより，ＴＢＰ等

【許可からの変更点等】 

構成と設計を分けるため

に文を区切った。 
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（重大事故時供給停止回路） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

Ｔ供②

重大事故時供給停止回路の緊急停止系

は，作動状態の確認が可能な設計とす

る。Ｔ供② 

Ｔ供② 

Ｔ供④a

重大事故時供給停止回路は，自然現

象，人為事象，溢水，化学薬品漏え

い，火災及び内部発生飛散物により重

大事故等に対処するための機能を損な

わないよう，修理等の対応，関連する

工程の停止等の手順を保安規定に定め

て，管理する。Ｔ供④b,Ｔ供⑦d 

重大事故時供給停止回路は，他の設備

から独立して単独で使用可能なことに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない

等の錯体の急激な分解反応の再発を防止

できる設計とする。Ｔ供② 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系

は，作動状態の確認が可能な設計とす

る。Ｔ供② 

また，中央制御室における緊急停止系の

操作によって１分以内にプルトニウム濃

縮缶への供給液の供給を停止できる設計

とする。Ｔ供② 

重大事故時供給停止回路は，プルトニウ

ム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止

回路と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，加熱停

止回路とは異なるプルトニウム濃縮缶供

給槽ゲデオンを停止するための重大事故

時供給液停止弁の閉止回路とすること

で，プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高

による加熱停止回路に対して多様性を有

する設計とする。Ｔ供④a 

重大事故時供給停止回路は，自然現象，

人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災

及び内部発生飛散物に対して修理等の対

応，関連する工程の停止等により重大事

故等に対処するための機能を損なわない

設計とする。Ｔ供④b 

重大事故時供給停止回路は，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

の錯体の急激な分解反応の再発を防止で

きる設計とする。◇1  

重大事故時供給停止回路の緊急停止系

は，作動状態の確認が可能な設計とす

る。◇1  

また，中央制御室における緊急停止系の

操作によって１分以内にプルトニウム濃

縮缶への供給液の供給を停止できる設計

とする。◇1  

6.2.4.3 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散

基本方針については，「1.7.18 (１)

ａ．多様性，位置的分散」に示す。◇3

重大事故時供給停止回路は，プルトニウ

ム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止

回路と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，加熱停

止回路とは異なるプルトニウム濃縮缶供

給槽ゲデオンを停止するための重大事故

時供給液停止弁の閉止回路とすること

で，プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高

による加熱停止回路に対して多様性を有

する設計とする。◇1

重大事故時供給停止回路は，地震等によ

り機能が損なわれる場合，修理等の対応

により機能を維持する設計とする。ま

た，必要に応じて関連する工程を停止す

る等の手順を整備する。◇1  

(２) 悪影響防止

基本方針については，「1.7.18 (１)

ｂ．悪影響防止」に示す。◇3

重大事故時供給停止回路は，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

Ｔ供⑦d（P5から） 

【「等」の解説】 

「修理等」とは対処する

ために必要な機能の回復

方法の総称として示した

記載，「関連する工程の

停止等」とは対処するた

めの設備への流体の供給

停止方法の総称として示

した記載であることから

許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点等】 

基本設計方針の記載に合

わせ，記載の語尾を統

一。 

【許可からの変更点等】 

基本設計方針の記載に合

わせ，主語を明確にし，

表現を見直しした。 
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（重大事故時供給停止回路） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
設計とする。Ｔ供⑤ 

Ｔ供⑥

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応により瞬間的

に上昇する温度及び圧力の影響を考慮

しても機能を損なわない設計とする。

Ｔ供⑦a 

重大事故時供給停止回路は，配管の全

周破断に対して，適切な材質とするこ

とにより，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

により機能を損なわない設計とする。

Ｔ供⑦b 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系

は，想定される重大事故等が発生した

場合においても操作に支障がないよう

に，中央制御室で操作可能な設計とす

る。Ｔ供⑦c 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系

は，中央制御室において緊急停止操作

とする。Ｔ供⑤ 

重大事故時供給停止回路は，プルトニウ

ム濃縮缶に対し１系列で構成する。重大

事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応が発生した場合に，重

大事故時供給液停止弁に対して閉信号

を，廃ガス貯留設備に対して起動信号を

発するよう警報設定値を設定するととも

に，動的機器である分解反応検知機器の

単一故障を考慮した数量を有する設計と

する。Ｔ供⑥ 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応により瞬間的に上

昇する温度及び圧力の影響を考慮しても

機能を損なわない設計とする。Ｔ供⑦a 

重大事故時供給停止回路は，配管の全周

破断に対して，適切な材質とすることに

より，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）により機

能を損なわない設計とする。Ｔ供⑦b 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系

は，想定される重大事故等が発生した場

合においても操作に支障がないように，

中央制御室で操作可能な設計とする。Ｔ

供⑦c 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系

は，中央制御室において緊急停止操作ス

とする。◇1  

(３) 個数及び容量

基本方針については，「1.7.18 (２)個

数及び容量」に示す。◇3

重大事故時供給停止回路は，プルトニウ

ム濃縮缶に対し１系列で構成する。重大

事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応が発生した場合に，重

大事故時供給液停止弁に対して閉信号

を，廃ガス貯留設備に対して起動信号を

発するよう警報設定値を設定するととも

に，動的機器である分解反応検知機器の

単一故障を考慮した数量を有する設計と

する。◇1

(４) 環境条件等

基本方針については，「1.7.18 (３)環

境条件等」に示す。◇3

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応により瞬間的に上

昇する温度及び圧力の影響を考慮しても

機能を損なわない設計とする。◇1  

重大事故時供給停止回路は，地震等によ

り機能が損なわれる場合，修理等の対応

により機能を維持する設計とする。ま

た，必要に応じて関連する工程を停止す

る等の手順を整備する。Ｔ供⑦d 

重大事故時供給停止回路は，配管の全周

破断に対して，適切な材質とすることに

より，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）により機

能を損なわない設計とする。◇1  

重大事故時供給停止回路の緊急停止系

は，想定される重大事故等が発生した場

合においても操作に支障がないように，

中央制御室で操作可能な設計とする。◇1  

(５) 操作性の確保

基本方針については，「1.7.18 (４)

ａ．操作性の確保」に示す。◇3

重大事故時供給停止回路の緊急停止系

は，中央制御室において緊急停止操作ス

Ｔ供⑦d（P4へ） 

【許可からの変更点等】 

仕様表対象機器の仕様は

仕様表で示すため，基本

設計方針では「十分な系

統数」と記載した。 

【「等」の解説】 

放射性物質を含む腐食性の液体

は多数あり，列挙すると煩雑に

なることから，許可の記載を用

いた。 

（以下同じ） 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十一条 （有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（6 / 6） 

（重大事故時供給停止回路） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
スイッチを押下することで作動する設

計とし，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生の判定後１分以内に操作で

きる設計とする。Ｔ供⑧

重大事故時供給停止回路の緊急停止系

は，再処理施設の運転中又は停止中に

外観点検，性能確認等が可能な設計と

する。Ｔ供⑨ 

イッチを押下することで作動する設計と

し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の

発生の判定後１分以内に操作できる設計

とする。Ｔ供⑧ 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系

は，再処理施設の運転中又は停止中に外

観点検，性能確認等が可能な設計とす

る。Ｔ供⑨ 

［常設重大事故等対処設備］ 

重大事故時供給停止回路 

緊急停止系（精製建屋用，電路含む） 

１式□3  

イッチを押下することで作動する設計と

し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の

発生の判定後１分以内に操作できる設計

とする。◇1

6.2.4.4 主要設備の仕様 

重大事故時供給停止回路の主要設備の仕

様を第6.2.4－１表に，重大事故時供給

停止回路の系統概要図を第6.2.4－１図

に示す。◇3  

6.2.4.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18 (４)

ｂ．試験・検査性」に示す。◇3  

重大事故時供給停止回路の緊急停止系

は，再処理施設の運転中又は停止中に外

観点検，性能確認等が可能な設計とす

る。◇1  

第6.2.4－１表(1) 重大事故時供給停

止回路の主要設備の仕様 

(１)重大事故時供給停止回路

［常設重大事故等対処設備］

ａ. 緊急停止系（精製建屋用，電路含

む）

数量  １式◇4  

ｂ．分解反応検知機器 

詳細は「第6.2.1－１表 重要監視パラ

メータ及び重要代替監視パラメータ」及

び「第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大

事故等対処設備）の主要機器仕様」に記

載する。

(ａ)プルトニウム濃縮缶圧力計

使用数量             １

計測範囲        -24～２ｋＰ

ａ

計測方式        エアパージ式

(ｂ)プルトニウム濃縮缶気相部温度計

使用数量             １

計測範囲          ０～

200℃

計測方式           熱電対

(ｃ)プルトニウム濃縮缶液相部温度計

使用数量             １

計測範囲          ０～

200℃

計測方式          熱電対◇2

【「等」の解説】 

「外観点検，性能確認等」とは

対処するために必要な機能の確

認方法の総称として示した記載

であることから許可の記載を用

いた。 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

別紙１② 

第四十一条（有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時供給停止回路） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 
項・

号 

解

釈 
添付書類 

Ｔ供

① 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

の発生検知，供給停止及び廃ガス

の貯留に必要な設備設計 

技術基準規則（第四十一条）の要求事項

を受けている内容 

1 項

二号 

三号 

四号 

－ a, b, c, d 

Ｔ供

② 

緊急停止系による供給停止に必要

な設備設計 

技術基準規則（第四十一条）の要求事項

を受けている内容 

1 項

二号 
－ a, b, c, d 

Ｔ供

③ 

欠番 

Ｔ供

④ 

多様性，位置的分散に関する内容 技術基準規則（第三十六条）に基づく共

通設計方針のうち，技術基準規則（第四

十一条）の設備として考慮すべき特記事

項 

2 項

一号 
－ b 

Ｔ供

⑤ 

悪影響防止に関する内容 技術基準規則（第三十六条）に基づく共

通設計方針のうち，技術基準規則（第四

十一条）の設備として考慮すべき特記事

項 

1 項

六号 
－ b 

Ｔ供

⑥ 

個数及び容量に関する内容 技術基準規則（第三十六条）に基づく共

通設計方針のうち，技術基準規則（第四

十一条）の設備として考慮すべき特記事

項 

1 項

一号 
－ a 

Ｔ供

⑦ 

環境条件等に関する内容 技術基準規則（第三十六条）に基づく共

通設計方針のうち，技術基準規則（第四

十一条）の設備として考慮すべき特記事

項 

1 項

二号

七号 

－ b 

Ｔ供

⑧ 

操作性の確保に関する内容 技術基準規則（第三十六条）に基づく共

通設計方針のうち，技術基準規則（第四

十一条）の設備として考慮すべき特記事

項 

1 項

三号

五号 

－ b 

Ｔ供

⑨ 

試験・検査の確保に関する内容 技術基準規則（第三十六条）に基づく共

通設計方針のうち，技術基準規則（第四

十一条）の設備として考慮すべき特記事

項 

1 項

四号 
－ b 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  重複記載 前後述の本文に重複した記載があることから，基本設

計方針に記載しない 

- 

□2  他条文との重複記載 第四十一条以外の基本設計方針にて重複した記載があ

ることから，基本設計方針に記載しない。 

- 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

別紙１② 

□3  設備仕様 仕様表にて記載する。 e 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1 重複記載 事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内

の記載と重複する内容であるため，記載しない。 

- 

◇2 他条文との重複記載 第四十一条以外の基本設計方針にて重複した記載があ

ることから，基本設計方針に記載しない。 

- 

◇3 仕様表等の呼び込み 仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，記載しな

い。 

- 

◇4 設備仕様 仕様表にて記載する。 e 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関

する説明書 

c Ⅵ-1-2 計測制御系統施設に関する説明書 

d Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

Ⅵ-2-5 構造図 

e 仕様表（設計条件及び仕様） 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十一条（有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（1 / 12） 

（廃ガス貯留設備） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第四十一条 

セル内において有機溶媒その

他の物質を内包する施設に

は、再処理規則第一条の三第

四号に掲げる重大事故の発生

又は拡大を防止するために必

要な次に掲げる重大事故等対

処設備が設けられていなけれ

ばならない。

一 火災又は爆発の発生 (リ

ン酸トリブチルの混入による

急激な分解反応により発生す

るものを除く。) を未然に防

止するために必要な設備

二 火災又は爆発が発生した

場合において火災又は爆発を

収束させるために必要な設備 

三 火災又は爆発が発生した

設備に接続する換気系統の配

管の流路を遮断するために必

要な設備及び換気系統の配管

内が加圧状態になった場合に

セル内に設置された配管の外

部へ放射性物質を排出するた

めに必要な設備Ｔ廃①

四 火災又は爆発が発生した

場合において放射性物質の放

出による影響を緩和するため

に必要な設備Ｔ廃① 

（Ｔ廃③から⑧は技術基準規

則第三十六条への適合方針） 

第２章 個別項目 

５ 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.2 廃ガス貯留設備 

Ｔ廃①

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(ロ) 廃ガス貯留設備

臨界事故の発生を仮定する機器において

臨界事故が発生した場合及びＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の発生を仮定する

機器においてＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応が発生した場合，当該重大事故で

発生した放射性物質を含む気体を貯留

し，大気中への放射性物質の放出量を低

減するために必要な重大事故等対処設備

を設置する。□1

 

 

 

7.2.2.2 廃ガス貯留設備 

7.2.2.2.1 概  要 

臨界事故の発生を仮定する機器において

臨界事故が発生した場合及びＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の発生を仮定する

機器においてＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応が発生した場合，当該重大事故で

発生した放射性物質を含む気体を貯留

し，大気中への放射性物質の放出量を低

減するために必要な重大事故等対処設備

を設置する。◇1  

臨界事故が発生した場合又はＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応が発生した場合に

おいて，当該重大事故で発生した放射性

物質を含む気体を貯留し，大気中への放

射性物質の放出量を低減する。◇1  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又

は重大事故時可溶性中性子吸収材供給回

路により臨界事故の発生を判定した場合

若しくは重大事故時供給停止回路により

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生

を判定した場合に，廃ガス貯留設備の廃

ガス貯留槽に放射性物質を導出するた

め，廃ガス貯留設備の隔離弁を自動開放

するとともに廃ガス貯留設備の空気圧縮

機を自動で起動する。同時に，前処理建

屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処

理設備の流路を遮断するため，当該系統

上の隔離弁を自動閉止し，精製建屋にお

いては精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の流路を遮断するため，当該系統上の隔

離弁を自動閉止するとともに排風機を自

動停止する。◇1  

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

した際に精製建屋塔槽類廃ガス処理設備

の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）の廃ガスポットからセルへ導出され

る放射性物質については，精製建屋換気

設備のセル排気フィルタユニットにより

除去し，主排気筒を介して大気中へ放出

する。◇1  

該当する記載なし 

Ｔ廃①（P2,3から） 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

紫字：第三十八条に関する記載（比較対象外） 
  ：許可からの変更点等 

  ：他条文から展開した記載 

【凡例】 

第三十八条臨界事故の拡大を防止

するための設備に係る設計とのつ

ながりとして記載。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「受電開閉設備等」の指す内容

は添付書類で示すため当該箇所

では許可の記載を用いた。 

「等」の解説】 

「配管・弁等」の指す内容は

添付書類で示すため当該箇所

では許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十一条（有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（2 / 12） 

（廃ガス貯留設備） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

Ｔ廃①

臨界事故は，同時又は連鎖して発生しな

いことから，廃ガス貯留設備は，前処理

建屋及び精製建屋に各１系列を設置し，

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系）に接続さ

れる臨界事故の発生を仮定する機器間で

兼用する。□2 また，臨界事故とＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応は同時又は連鎖

して発生しないことから，精製建屋に設

置する廃ガス貯留設備の一部は，臨界事

故の発生を仮定する機器及びＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の発生を仮定する

機器間で兼用する。Ｔ廃① 

廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮

機，逆止弁，廃ガス貯留槽，配管・弁等

で構成する。Ｔ廃① 

安全保護回路の一部である代替可溶性中

性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可

溶性中性子吸収材供給回路及び□2 重大事

故時供給停止回路並びに工程計装設備の

一部を常設重大事故等対処設備として設

置する。Ｔ廃① 

また，設計基準対象の施設と兼用するせ

ん断処理・溶解廃ガス処理設備の一部で

ある凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風

機，隔離弁及び主配管・弁，前処理建屋

塔槽類廃ガス処理設備の一部である主配

管，□2 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の一部である凝縮器，高性能粒子フィル

タ，排風機，隔離弁，主配管・弁及び廃

ガスポット，ウラン・プルトニウム混合

臨界事故は，同時又は連鎖して発生しな

いことから，廃ガス貯留設備は，せん断

処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋

塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）に接続される臨

界事故の発生を仮定する機器間で兼用す

る。◇2 臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応は同時又は連鎖して発生しな

いことから，精製建屋に設置する廃ガス

貯留設備の一部は，臨界事故の発生を仮

定する機器及びＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応の発生を仮定する機器間で兼用

する。◇1  

7.2.2.2.2 系統構成及び主要設備 

大気中への放射性物質の放出量を低減す

るための設備として，臨界事故及びＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応により発生

する放射性物質の放出量を低減するた

め，廃ガス貯留設備を設ける。◇1  

(１) 系統構成

臨界事故が発生した場合又はＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応が発生した場合の

重大事故等対処設備として，廃ガス貯留

設備を使用する。◇1

廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮

機，逆止弁，廃ガス貯留槽，配管・弁等

で構成する。◇1  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回

路，重大事故時供給停止回路及び計装設

備の一部である廃ガス貯留設備の圧力

計，廃ガス貯留設備の流量計及び廃ガス

貯留設備の放射線モニタを常設重大事故

等対処設備として設置する。◇2  

また，設計基準対象の施設と兼用するせ

ん断処理・溶解廃ガス処理設備の一部で

ある凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風

機，隔離弁及び主配管・弁，前処理建屋

塔槽類廃ガス処理設備の一部である主配

管，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔

槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の

一部である凝縮器，高性能粒子フィル

タ，排風機，隔離弁，主配管・弁及び廃

ガスポット，ウラン・プルトニウム混合

Ｔ廃①（P1へ） 

Ｔ廃①（P1へ） 

【許可からの変更点等】 

仕様表対象機器の仕様は

仕様表で示すため，基本

設計方針では「必要な系

列数」と記載した。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「ＴＢＰ等の錯体」は，り

ん酸三ブチル又はその分解

生成物であるりん酸二ブチ

ル，りん酸一ブチルと硝

酸，硝酸ウラニル又は硝酸

プルトニウムの錯体を表

す。（以下同じ）

【許可からの変更点等】 

基本設計方針の記載に合わ

せ，記載の語尾を統一。
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脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部で

ある主配管，高レベル廃液ガラス固化建

屋塔槽類廃ガス処理設備の高レベル濃縮

廃液廃ガス処理系の一部である主配管，

精製建屋換気設備の一部であるセル排気

フィルタユニット，グローブボックス・

セル排風機及びダクト，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋換気設備の一部であ

るダクト，主排気筒，圧縮空気設備の一

部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空

気系，給水施設の一部である一般冷却水

系，低レベル廃液処理設備の一部である

第１低レベル廃液処理系，工程計装設備

の一部，電気設備の一部である受電開閉

設備等，放射線監視設備の一部及び試料

分析関係設備の一部□2 を常設重大事故等

対処設備として位置付ける。Ｔ廃① 

安全保護回路については「ヘ．(２) 主

要な安全保護回路の種類」に，工程計装

設備については「ヘ．(３) 主要な工程

計装設備の種類」に，電気設備について

は「リ．(１)(ⅰ) 電気設備」に，放射

線監視設備及び試料分析関係設備につい

ては，「チ．(２) 屋外管理用の主要な

設備の種類」に示す。□2  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又

は重大事故時可溶性中性子吸収材供給回

路により臨界事故の発生を判定した場合

若しくは□2 重大事故時供給停止回路によ

りＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発

生を判定した場合に，廃ガス貯留設備の

廃ガス貯留槽に放射性物質を導出するた

め，廃ガス貯留設備の隔離弁を自動開放

するとともに廃ガス貯留設備の空気圧縮

機を自動で起動する。同時に，前処理建

屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処

理設備の流路を遮断するため，当該系統

上の隔離弁を自動閉止する。□2 精製建屋

においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部で

ある主配管，高レベル廃液ガラス固化建

屋塔槽類廃ガス処理設備の高レベル濃縮

廃液廃ガス処理系の一部である主配管，

精製建屋換気設備の一部であるセル排気

フィルタユニット，グローブボックス・

セル排風機及びダクト，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋換気設備の一部であ

るダクト，主排気筒，圧縮空気設備の一

部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空

気系，冷却水設備の一部である一般冷却

水系，低レベル廃液処理設備の一部であ

る第１低レベル廃液処理系，計装設備の

一部である溶解槽圧力計，廃ガス洗浄塔

入口圧力計，プルトニウム濃縮缶圧力

計，プルトニウム濃縮缶気相部温度計，

プルトニウム濃縮缶液相部温度計，電気

設備の一部である受電開閉設備等，放射

線監視設備の一部及び試料分析関係設備

の一部を常設重大事故等対処設備として

位置付ける。◇2

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路に

ついては「6.2.2.2 系統構成及び主要

設備」に，重大事故時可溶性中性子吸収

材供給回路については「6.2.3.2 系統

構成及び主要設備」に，重大事故時供給

停止回路については「6.2.4.2 系統構

成及び主要設備」に，計装設備について

は「6.2.1.4 系統構成及び主要設備」

に，電気設備については「9.2.2.4 系

統構成」に，試料分析関係設備及び放射

線監視設備については「8.2.4 系統構

成及び主要設備」に示す。◇2  

(２) 主要設備

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又

は重大事故時可溶性中性子吸収材供給回

路により臨界事故の発生を判定した場合

若しくは重大事故時供給停止回路により

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生

を判定した場合に，廃ガス貯留設備の廃

ガス貯留槽に放射性物質を導出するた

め，廃ガス貯留設備の隔離弁を自動開放

するとともに廃ガス貯留設備の空気圧縮

機を自動で起動する設計とする。同時

に，前処理建屋においてはせん断処理・

溶解廃ガス処理設備の流路を遮断するた

め，当該系統上の隔離弁を自動閉止する

設計とする。精製建屋においては精製建

屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス

Ｔ廃①（P1へ） 

【許可からの変更点等】 

基本設計方針の記載に合

わせ，記載の語尾を統

一。（以下同じ） 

【許可からの変更点等】 

基本設計方針の記載に合わ

せ，記載の語尾を統一。
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Ｔ廃① 

Ｔ廃① 

Ｔ廃①

系）の流路を遮断するため，当該系統上

の隔離弁を自動閉止するとともに排風機

を自動停止する。Ｔ廃① 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

した際に精製建屋塔槽類廃ガス処理設備

の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）の廃ガスポットからセルへ導出され

る放射性物質については，精製建屋換気

設備のセル排気フィルタユニットにより

除去し，主排気筒を介して大気中へ放出

する。Ｔ廃① 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射

性物質の導出においては，重大事故が発

生した機器から放射性物質を含む気体

が，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又

は□2 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔

槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を

通じて大気中へ放出されるよりも早く，

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は□2

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路

を遮断することで導出することとし，具

体的には約１分以内で導出できるよう設

計する。その後の廃ガス貯留設備での貯

留に当たっては，放射性物質を含む気体

が水封部からセルに導出されることがな

いよう，圧力を制御する設計とする。Ｔ

廃① 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が

所定の圧力に達した場合，中央制御室か

らの操作により，せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備又は□2 精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の隔離弁を開放するとともに

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は□2

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風

機を起動した場合であっても，廃ガス貯

留設備に逆止弁を設けることで，廃ガス

貯留設備の廃ガス貯留槽からせん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は□2 精製建屋

塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）への放射性物質

の逆流が生じない設計とする。その後，

中央制御室からの操作で廃ガス貯留設備

の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止す

る。これらの操作により，排気をせん断

処理系（プルトニウム系）の流路を遮断

するため，当該系統上の隔離弁を自動閉

止するとともに排風機を自動停止する設

計とする。◇2  

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射

性物質の導出においては，重大事故が発

生した機器から放射性物質を含む気体

が，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又

は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）を通

じて大気中へ放出されるよりも早く，せ

ん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガ

ス処理系（プルトニウム系）の流路を遮

断することで導出することとし，具体的

には約１分以内で導出できるよう設計す

る。その後の廃ガス貯留設備での貯留に

当たっては，放射性物質を含む気体が水

封部からセルに導出されることがないよ

う，圧力を制御する設計とする。◇2

また，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の

圧力が所定の圧力に達した場合，中央制

御室からの操作により，せん断処理・溶

解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃

ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）の隔離弁を開放するとと

もにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又

は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排

風機を起動した場合であっても，廃ガス

貯留設備に逆止弁を設けることで，廃ガ

ス貯留設備の廃ガス貯留槽からせん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔

槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）への放射性物質の

逆流が生じない設計とする。その後，中

央制御室からの操作で廃ガス貯留設備の

隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止す

る。これらの操作により，排気をせん断

【許可からの変更点等】 

（表現の適正化・明確

化） 

・操作と設計が一文にま

とめられていたため，文

章を分けた。

・許可本文上排風機の起

動操作が見えにくい表現

であったため，表現の明

確化のため起動操作を追

記した。
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Ｔ

廃① 

Ｔ廃

①

Ｔ廃①

廃ガス貯留設備から発生したドレン水に

ついては，低レベル廃液処理設備に移送

し，適切に処理できる設計とする。Ｔ廃

① 

Ｔ廃① 

処理・溶解廃ガス処理設備又は□2 精製建

屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）から主排気筒

を介して大気中へ放出する。Ｔ廃① 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽について

は，臨界事故の発生を起点として１時間

にわたって，また，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応の発生を起点として約２時

間にわたって放射性物質を含む気体を導

出できる容量を有する設計とする。Ｔ廃

①その際，臨界事故によって発生する放

射線分解による水素を導出した場合で

も，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の気

相部の水素濃度がドライ換算４ｖｏｌ％

を超えない容量とする。□2

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は□2

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）からの

流路に復旧する操作は，廃ガス貯留設備

の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達

したことを起点として約３分以内に実施

できる設計とする。引き続いて実施する

廃ガス貯留設備の空気圧縮機の停止は，

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は□2

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）からの

流路に復旧する操作の完了を起点として

約５分以内に実施できる設計とする。Ｔ

廃① 

想定される重大事故等において操作する

廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機

並びにせん断処理・溶解廃ガス処理設備

又は□2 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の排風機及び隔離弁は，その作動状態の

確認が可能な設計とする。Ｔ廃① 

処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋

塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）から主排気筒を

介して大気中へ放出する。◇2  

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽について

は，臨界事故の発生を起点として１時間

にわたって，また，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応の発生を起点として約２時

間にわたって放射性物質を含む気体を導

出できる容量を有する設計とする。その

際，臨界事故によって発生する放射線分

解による水素を導出した場合でも，廃ガ

ス貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水

素濃度がドライ換算４ｖｏｌ％を超えな

い容量とする。◇2

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系）からの流

路に復旧する操作は，廃ガス貯留設備の

廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達し

たことを起点として約３分以内に実施で

きる設計とする。引き続いて実施する廃

ガス貯留設備の空気圧縮機の停止は，せ

ん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガ

ス処理系（プルトニウム系）からの流路

に復旧する操作の完了を起点として約５

分以内に実施できる設計とする。◇2

廃ガス貯留設備から発生したドレン水に

ついては，低レベル廃液処理設備に移送

し，適切に処理できる設計とする。Ｔ廃

① 

想定される重大事故において操作する廃

ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並

びにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又

は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排

風機及び隔離弁は，その作動状態の確認

が可能な設計とする。廃ガス貯留設備の

隔離弁及び空気圧縮機は，多重化するこ

とで，他方の機器が万一動作しない場合

であっても，流路が維持される設計とす
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

Ｔ廃③a 

Ｔ廃③b

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施

設以外の安全機能を有する施設は，自然

現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え

い，火災及び内部発生飛散物により重大

事故等に対処するための機能を損なわな

いよう，修理等の対応，関連する工程の

停止等の手順を保安規定に定めて，管理

する。Ｔ廃③c，Ｔ廃⑥f 

廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって

安全機能を有する施設として使用する系

統構成から重大事故等対処設備としての

系統構成とすることにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。Ｔ廃④

a 

廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体

が飛散することを防ぐことで他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。Ｔ廃④

b 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界

事故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

廃ガス貯留設備は，せん断処理・溶解廃

ガス処理設備及び□2 精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）と共通要因によって同時に

その機能が損なわれるおそれがないよ

う，弁により隔離することで，独立性を

有する設計とする。Ｔ廃③a 廃ガス貯

留設備の系統は，精製建屋換気設備と共

通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，系統構成として

独立性を有する設計とする。Ｔ廃③b 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施

設以外の安全機能を有する施設は，自然

現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え

い，火災及び内部発生飛散物に対して修

理等の対応，関連する工程の停止等によ

り重大事故等に対処するための機能を損

なわない設計とする。Ｔ廃③c 

廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって

安全機能を有する施設として使用する系

統構成から重大事故等対処設備としての

系統構成とすることにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。Ｔ廃④

a 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界

事故又は□2 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

る。◇2  

7.2.2.2.3 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．

多様性，位置的分散」に示す。◇3

廃ガス貯留設備は，せん断処理・溶解廃

ガス処理設備及び精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，

弁により隔離することで，独立性を有す

る設計とする。廃ガス貯留設備の系統

は，精製建屋換気設備と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，系統構成として独立性を有す

る設計とする。◇1

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施

設以外の安全機能を有する施設は，地震

等により機能が損なわれる場合，修理等

の対応により機能を維持する設計とす

る。また，必要に応じて関連する工程を

停止する等の手順を整備する。◇1  

(２) 悪影響防止

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．

悪影響防止」に示す。◇3

廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって

安全機能を有する施設として使用する系

統構成から重大事故等対処設備としての

系統構成とすることにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。◇1  

廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体

が飛散することを防ぐことで他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。Ｔ廃④

b 

(３) 個数及び容量

基本方針については，「1.7.18(２) 個

数及び容量」に示す。◇3

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界

事故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

Ｔ廃⑥f（P7から） 

【許可からの変更点等】 

基本設計方針の記載に合

わせ，記載の語尾を統

一。 

【「等」の解説】 

「修理等」とは対処する

ために必要な機能の回復

方法の総称として示した

記載，「関連する工程の

停止等」とは対処するた

めの設備への流体の供給

停止方法の総称として示

した記載であることから

許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「弁等」の指す内容は添付書類で

示すため当該箇所では許可の記載

を用いた。（以下同じ） 
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応が発生した場合において，臨界事故又

はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応によ

り発生した放射性物質を含む気体を貯留

するために必要な容量を有する設計とす

るとともに，動的機器である廃ガス貯留

設備の空気圧縮機及び弁は，多重化した

設計とし，廃ガス貯留設備は，前処理建

屋及び精製建屋に必要な系列数を設置す

る設計とする。Ｔ廃⑤a 

 

廃ガス貯留設備は，臨界事故の発生を仮

定する機器及びＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応の発生を仮定する機器ごとに，

重大事故等への対処に必要な設備数を確

保する設計とする。Ｔ廃⑤b 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応により瞬間的に上昇する温

度及び圧力の影響を考慮しても機能を損

なわない設計とする。Ｔ廃⑥a 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施

設は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋及び精製建屋に設置

し，風（台風）等により機能を損なわな

い設計とする。Ｔ廃⑥b 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施

設は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を

考慮し，影響を受けない高さへの設置，

被水防護及び被液防護する設計とする。

Ｔ廃⑥c 

 

廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対

して，適切な材質とすることにより，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により機能を損な

わない設計とする。Ｔ廃⑥d 

 

 

反応が発生した場合において，臨界事故

又は□2 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

により発生した放射性物質を含む気体を

貯留するために必要な容量を有する設計

とするとともに，動的機器である廃ガス

貯留設備の空気圧縮機及び弁は，多重化

した設計とし，廃ガス貯留設備は，前処

理建屋及び□2 精製建屋に各１系列を設置

する設計とする。Ｔ廃⑤a 

 

廃ガス貯留設備は，臨界事故の発生を仮

定する機器及び□2 ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生を仮定する機器ごと

に，重大事故等への対処に必要な設備を

１セット確保する。Ｔ廃⑤b 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応により瞬間的に上昇する温

度及び圧力の影響を考慮しても機能を損

なわない設計とする。Ｔ廃⑥a 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施

設は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋及び□2 精製建屋に設置

し，風（台風）等により機能を損なわな

い設計とする。Ｔ廃⑥b 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施

設は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を

考慮し，影響を受けない高さへの設置，

被水防護及び被液防護する設計とする。

Ｔ廃⑥c 

 

廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対

して，適切な材質とすることにより，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により機能を損な

わない設計とする。Ｔ廃⑥d 

 

 

応が発生した場合において，臨界事故又

はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応によ

り発生した放射性物質を含む気体を貯留

するために必要な容量を有する設計とす

るとともに，動的機器である廃ガス貯留

設備の空気圧縮機及び弁は，多重化した

設計とし，廃ガス貯留設備は，前処理建

屋及び精製建屋に各１系列を設置する設

計とする。◇2  

 

廃ガス貯留設備は，臨界事故の発生を仮

定する機器及びＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応の発生を仮定する機器ごとに，

重大事故への対処に必要な設備を１セッ

ト確保する。◇2  

 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３) 環

境条件等」に示す。◇3  

 

廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応により瞬間的に上昇する温

度及び圧力の影響を考慮しても機能を損

なわない設計とする。◇1  

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施

設は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋及び精製建屋に設置

し，風（台風）等により機能を損なわな

い設計とする。◇2  

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施

設以外の安全機能を有する施設は，地震

等により機能が損なわれる場合，修理等

の対応により機能を維持する設計とす

る。また，必要に応じて関連する工程を

停止する等の手順を整備する。Ｔ廃⑥f 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施

設は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を

考慮し，影響を受けない高さへの設置，

被水防護及び被液防護する設計とする。

◇1  

 

廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対

して，適切な材質とすることにより，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により機能を損な

わない設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ廃⑥f（P6へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「風（台風）等」とは建屋によ

り損傷を防止する自然現象の総

称として示した記載であること

から許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

放射性物質を含む腐食性の

液体は多数あり，列挙する

と煩雑になることから，許

可の記載を用いた。 

（以下同じ） 
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廃ガス貯留設備は，想定される重大事故

が発生した場合においても操作に支障が

ないように，中央制御室で操作可能な設

計とする。Ｔ廃⑥e 

Ｔ廃⑦ 

廃ガス貯留設備は，再処理施設の運転中

又は停止中に外観点検，性能確認，分解

点検等が可能な設計とする。Ｔ廃⑧a 

性能確認においては，代替可溶性中性子

吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性

中性子吸収材供給回路又は重大事故時供

給停止回路からの信号による廃ガス貯留

設備の隔離弁及び空気圧縮機の作動試験

等を行うことにより定期的に試験及び検

査を実施する。Ｔ廃⑧b 

廃ガス貯留設備は，想定される重大事故

が発生した場合においても操作に支障が

ないように，中央制御室で操作可能な設

計とする。Ｔ廃⑥e 

廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系

統から速やかに切り替えることができる

よう，系統に必要な弁等を設ける設計と

し，弁等の操作により安全機能を有する

施設の系統から重大事故等対処設備の系

統に速やかに切り替えられる設計とす

る。Ｔ廃⑦ 

廃ガス貯留設備は，再処理施設の運転中

又は停止中に外観点検，性能確認，分解

点検等が可能な設計とする。Ｔ廃⑧a 

性能確認においては，代替可溶性中性子

吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性

中性子吸収材供給回路又は□2 重大事故時

供給停止回路からの信号による廃ガス貯

留設備の隔離弁及び空気圧縮機の作動試

験等を行うことにより定期的に試験及び

検査を実施する。Ｔ廃⑧b 

廃ガス貯留設備は，想定される重大事故

が発生した場合においても操作に支障が

ないように，中央制御室で操作可能な設

計とする。◇1  

(５) 操作性の確保

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．

操作性の確保」に示す。◇3

廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系

統から速やかに切り替えることができる

よう，系統に必要な弁等を設ける設計と

し，弁等の操作により安全機能を有する

施設の系統から重大事故等対処設備の系

統に速やかに切り替えられる設計とす

る。◇1  

7.2.2.2.4 主要設備の仕様 

廃ガス貯留設備の主要設備の仕様を第

7.2－32表(1)に，廃ガス貯留設備に関連

するその他設備の概略仕様を第7.2－32

表(2)～第7.2－32表(11)に，廃ガス貯留

設備の系統概要図を第7.2－41図～第7.2

－42図に，廃ガス貯留設備の機器配置概

要図を第7.2－43図に示す。◇3  

7.2.2.2.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．

試験・検査性」に示す。◇3  

廃ガス貯留設備は，再処理施設の運転中

又は停止中に外観点検，性能確認，分解

点検等が可能な設計とする。性能確認に

おいては，代替可溶性中性子吸収材緊急

供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収

材供給回路又は重大事故時供給停止回路

からの信号による廃ガス貯留設備の隔離

弁及び空気圧縮機の作動試験等を行うこ

とにより定期的に試験及び検査を実施す

る。◇2  

【「等」の解説】 

「外観点検，性能確認，分解点

検等」「作動試験等」とは対処

するために必要な機能の確認方

法の総称として示した記載であ

ることから許可の記載を用い

た。 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十一条（有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（9 / 12） 

（廃ガス貯留設備） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(ロ) 廃ガス貯留設備

１） 廃ガス貯留設備（前処理建屋用）

廃ガス貯留設備の隔離弁

４基（２基／系列×２系列） 

材料 ステンレス鋼

廃ガス貯留設備の空気圧縮機 ２台 

吐出圧力 約0.5ＭＰａ[gage] 

容量 約50ｍ３／ｈ［normal］／台 

廃ガス貯留設備の逆止弁   １基 

材料 ステンレス鋼

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽 １式 

材料 ステンレス鋼

容量 約10ｍ３ 

廃ガス貯留設備の配管・弁 １系列 

材料 ステンレス鋼

２） 廃ガス貯留設備（精製建屋用）

廃ガス貯留設備の隔離弁   ２基 

材料          ステンレス鋼

廃ガス貯留設備の空気圧縮機 ３台 

吐出圧力 約0.5ＭＰａ[gage] 

容量 約50ｍ３／ｈ［normal］／台 

廃ガス貯留設備の逆止弁   １基 

材料 ステンレス鋼

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽 １式 

材料 ステンレス鋼

容量 約21ｍ３ 

廃ガス貯留設備の配管・弁 １系列 

材料 ステンレス鋼

３） せん断処理・溶解廃ガス処理設備

凝縮器（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(イ)せん断処理・溶

解廃ガス処理設備」と兼用）

第 7.2－32 表(1) 廃ガス貯留設備の主

要設備の仕様 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．廃ガス貯留設備（前処理建屋用） 

(ａ)廃ガス貯留設備の隔離弁 

基数 ４（２基／系列×２系列） 

主要材料 ステンレス鋼

(ｂ)廃ガス貯留設備の空気圧縮機 

台数 ２（うち１台は予備） 

吐出圧力 約0.5ＭＰａ[gage] 

電気負荷容量 約40ｋＶＡ／台 

容量 約50ｍ３／ｈ[normal]／台 

(ｃ)廃ガス貯留設備の逆止弁 

基数  １ 

主要材料 ステンレス鋼

(ｄ)廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽 

種類 たて置円筒形 

数量   １式 

容量 約10ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼

(ｅ)廃ガス貯留設備の配管・弁 

数量  １系列 

主要材料 ステンレス鋼

ｂ．廃ガス貯留設備（精製建屋用） 

(ａ)廃ガス貯留設備の隔離弁 

基数  ２ 

主要材料 ステンレス鋼

(ｂ)廃ガス貯留設備の空気圧縮機 

台数 ３（うち１台は予備） 

吐出圧力 約0.5ＭＰａ[gage] 

電気負荷容量 約40ｋＶＡ／台 

容量 約50ｍ３／ｈ[normal]／台 

(ｃ)廃ガス貯留設備の逆止弁 

基数  １ 

主要材料 ステンレス鋼

(ｄ)廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽 

種類 たて置円筒形 

数量   １式 

容量 約21ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼

(ｅ)廃ガス貯留設備の配管・弁 

数量  １系列 

主要材料 ステンレス鋼

ｃ．せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

(ａ)凝縮器（「7.2.1.2 せん断処理・溶

解廃ガス処理設備」と兼用） 

「第7.2－１表 せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備の主要設備の仕様」に記載す

る。
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十一条（有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（10 / 12） 

（廃ガス貯留設備） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
高性能粒子フィルタ（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(イ)せ

ん断処理・溶解廃ガス処理設備」と兼

用） 

排風機（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(イ)せん断処理・溶

解廃ガス処理設備」と兼用） 

隔離弁（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(イ)せん断処理・溶

解廃ガス処理設備」と兼用） ６基 

材料 ステンレス鋼

主配管・弁（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(イ)せん断処

理・溶解廃ガス処理設備」と兼用） 

３系列 

材料 ステンレス鋼

４） 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔

槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

凝縮器（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３）精製建屋塔槽

類廃ガス処理設備」と兼用）

高性能粒子フィルタ（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３）

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備」と兼

用） 

排風機（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３）精製建屋塔槽

類廃ガス処理設備」と兼用） 

隔離弁（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３）精製建屋塔槽

類廃ガス処理設備」と兼用） ２基 

材料 ステンレス鋼

廃ガスポット（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３）精製建

屋塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）１基 

材料 ステンレス鋼

主配管・弁（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３）精製建屋

塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）１系列 

材料 ステンレス鋼

５） 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備

主配管（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)１）前処理建屋塔

槽類廃ガス処理設備」と兼用） １系列

(ｂ)高性能粒子フィルタ（「7.2.1.2 せ

ん断処理・溶解廃ガス処理設備」と兼

用） 

「第7.2－１表 せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備の主要設備の仕様」に記載す

る。

(ｃ)排風機（「7.2.1.2 せん断処理・溶

解廃ガス処理設備」と兼用）

「第7.2－１表 せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備の主要設備の仕様」に記載す

る。

(ｄ)隔離弁（「7.2.1.2 せん断処理・溶

解廃ガス処理設備」と兼用）

基数               ６

主要材料        ステンレス鋼

(ｅ)主配管・弁（「7.2.1.2 せん断処

理・溶解廃ガス処理設備」と兼用）

数量             ３系列

主要材料        ステンレス鋼

ｄ．精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔

槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

(ａ)凝縮器（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処

理設備」と兼用）

「第7.2－４表 精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備の主要設備の仕様」に記載す

る。

(ｂ)高性能粒子フィルタ（「7.2.1.3 塔

槽類廃ガス処理設備」と兼用）

「第7.2－４表 精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備の主要設備の仕様」に記載す

る。

(ｃ)排風機（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処

理設備」と兼用）

「第7.2－４表 精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備の主要設備の仕様」に記載す

る。

(ｄ)隔離弁（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処

理設備」と兼用）

基数               ２

主要材料        ステンレス鋼

(ｅ)廃ガスポット（「7.2.1.3 塔槽類廃

ガス処理設備」と兼用）

基数               １

主要材料        ステンレス鋼

(ｆ)主配管・弁（「7.2.1.3 塔槽類廃ガ

ス処理設備」と兼用）

数量  １系列 

主要材料        ステンレス鋼

ｅ．前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ａ)主配管（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処

理設備」と兼用） 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十一条（有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（11 / 12） 

（廃ガス貯留設備） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
材料 ステンレス鋼

６） ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

塔槽類廃ガス処理設備

主配管（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)５）ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理

設備」と兼用）        １系列

材料          ステンレス鋼

７） 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類

廃ガス処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガ

ス処理系

主配管（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ）６）高レベル廃

液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設

備」と兼用）         １系列

材料          ステンレス鋼

８） 精製建屋換気設備

セル排気フィルタユニット（「ト．(１)(ⅱ)

(ａ)(ニ)５）精製建屋換気設備」と兼用）

グローブボックス・セル排風機（「ト．

(１)(ⅱ)(ａ)(ニ)５）精製建屋換気設備」と兼用） 

ダクト（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ニ)５）精製建屋換気

設備」と兼用）  １系列 

９） ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

換気設備

ダクト（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ニ)７）ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋換気設備」と兼

用）             １系列

10） 主排気筒

主排気筒（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ホ)主排気筒）と

兼用）□3

数量  １系列 

主要材料 ステンレス鋼

ｆ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

塔槽類廃ガス処理設備 

(ａ)主配管（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処

理設備」と兼用） 

数量  １系列 

主要材料 ステンレス鋼

ｇ．高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類

廃ガス処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガ

ス処理系

(ａ)主配管（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処

理設備」と兼用）

数量  １系列 

主要材料        ステンレス鋼

ｈ．精製建屋換気設備 

(ａ)セル排気フィルタユニット

（「7.2.1.5 換気設備」と兼用） 

「第7.2－18表 精製建屋換気設備の主

要設備の仕様」に記載する。 

(ｂ)グローブボックス・セル排風機

（「7.2.1.5 換気設備」と兼用） 

「第7.2－18表 精製建屋換気設備の主

要設備の仕様」に記載する。 

(ｃ)ダクト（「7.2.1.5 換気設備」と兼

用） 

数量             １系列 

ｉ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

換気設備 

(ａ)ダクト（「7.2.1.5 換気設備」と兼

用） 

数量  １系列 

第 7.2－32 表(6) 廃ガス貯留設備に関

連する主排気筒の概略仕様 

(１) 廃ガス貯留設備に関連する主排気筒

詳細は「第7.2－30表 主排気筒の仕

様」に記載する。◇4
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十一条（有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（12 / 12） 

（廃ガス貯留設備） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
11） 圧縮空気設備

一般圧縮空気系（「リ．(１)(ⅱ)圧縮空気設

備」と兼用）

安全圧縮空気系（「リ．(１)(ⅱ)圧縮空気設

備」と兼用）

12） 給水施設

一般冷却水系（「リ．(２)(ⅰ)給水施設」と

兼用）

13） 低レベル廃液処理設備

第１低レベル廃液処理系（「ト．(２)(ⅱ)(ｂ)

低レベル廃液処理設備」と兼用）□2

第 7.2－32 表(10) 廃ガス貯留設備に関

連する圧縮空気設備の概略仕様 

(１) 廃ガス貯留設備に関連する圧縮空気

設備

詳細は「第9.3－１表 圧縮空気設備の

主要設備の仕様」に記載する。

［常設重大事故等対処設備］

ａ．一般圧縮空気系（「9.3 圧縮空気

設備」と兼用）

ｂ．安全圧縮空気系（「9.3 圧縮空気

設備」と兼用） 

第 7.2－32 表(11) 廃ガス貯留設備に関

連する冷却水設備の概略仕様 

(１) 廃ガス貯留設備に関連する冷却水設

備

詳細は「第9.5－１表 冷却水設備の主

要設備の仕様」に記載する。

［常設重大事故等対処設備］

ａ．一般冷却水系（「9.5 冷却水設

備」と兼用）

第 7.2－32 表(7) 廃ガス貯留設備に関

連する低レベル廃液処理設備の概略仕様 

(１) 廃ガス貯留設備に関連する低レベ

ル廃液処理設備

詳細は「第7.3－３表 低レベル

廃液処理設備の主要設備の仕様」に

記載する。 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．第１低レベル廃液処理系

（「7.3.3 低レベル廃液処理設備」と

兼用） 

 使用数量  １式◇1  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

別紙１② 

第四十一条（有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 
項・

号 

解

釈 
添付書類 

Ｔ廃

① 

廃ガスの貯留に必要な設備設計 技術基準規則（第四十一条）の要求事項

を受けている内容 

1 項

三号

四号 

－ a, c, d 

Ｔ廃

② 

欠番 

Ｔ廃

③ 

多様性，位置的分散に関する内容 技術基準規則（第三十六条）に基づく共

通設計方針のうち，技術基準規則（第四

十一条）の設備として考慮すべき特記事

項 

2 項

一号 
－ b 

Ｔ廃

④ 

悪影響防止に関する内容 技術基準規則（第三十六条）に基づく共

通設計方針のうち，技術基準規則（第四

十一条）の設備として考慮すべき特記事

項 

1 項

六号 
－ b 

Ｔ廃

⑤ 

個数及び容量に関する内容 技術基準規則（第三十六条）に基づく共

通設計方針のうち，技術基準規則（第四

十一条）の設備として考慮すべき特記事

項 

1 項

一号 
－ a 

Ｔ廃

⑥ 

環境条件等に関する内容 技術基準規則（第三十六条）に基づく共

通設計方針のうち，技術基準規則（第四

十一条）の設備として考慮すべき特記事

項 

1 項

二号

七号 

－ b 

Ｔ廃

⑦ 

操作性の確保に関する内容 技術基準規則（第三十六条）に基づく共

通設計方針のうち，技術基準規則（第四

十一条）の設備として考慮すべき特記事

項 

1 項

三号

五号 

－ b 

Ｔ廃

⑧ 

試験・検査の確保に関する内容 技術基準規則（第三十六条）に基づく共

通設計方針のうち，技術基準規則（第四

十一条）の設備として考慮すべき特記事

項 

1 項

四号 
－ b 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  重複記載 前後述の本文に重複した記載があることから，基本設

計方針に記載しない 

- 

□2  他条文との重複記載 第四十一条以外の基本設計方針にて重複した記載があ

ることから，基本設計方針に記載しない。 

- 

□3  設備仕様 仕様表にて記載する。 e 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

別紙１② 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1 重複記載 事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内

の記載と重複する内容であるため，記載しない。 

-

◇2 他条文との重複記載 第四十一条以外の基本設計方針にて重複した記載があ

ることから，基本設計方針に記載しない。 

-

◇3 仕様表等の呼び込み 仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，記載しな

い。 

-

◇4 設備仕様 仕様表にて記載する。 e 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関

する説明書 

c Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

Ⅵ-2-5 構造図 

d Ⅴ-2-4 重大事故等対処設備の耐圧強度に関する計算書 

e 仕様表（設計条件及び仕様） 
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別紙２ 

基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.4　精製施設
2.4.●　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － － － － － － － －

2
定義
機能要求①

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備

設計方針 － － － － － － － － － － －

3 設置要求
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備

設計方針（多様性，位置
的分散）

－ － － － － － － － － － －

4 設置要求
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備

設計方針（多様性，位置
的分散）

－ － － － － － － － － － －

5

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，自然現象，人為事
象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物により重大事故
等に対処するための機能を損なわないよう，修理等の対応，関連する
工程の停止等の手順を保安規定に定めて，管理する。

運用要求 基本方針 基本方針 － － － － － － － － － － － － －

6
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，安全機能を有する施
設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使
用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備

設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 健全性確保のための設計方針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

－ － － － － － － － － － －

7 機能要求①
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書
Ⅵ-1-1-3-2-3-4　重大事故時プルトニウム濃縮
缶加熱停止設備

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － － － － － － － －

9

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，配管の全周破断に対
して，適切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐
食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とす
る。

機能要求①
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備

設計方針（環境条件等） － － － － － － － － － － －

10
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，想定される重大事故
等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高く
なるおそれの少ない場所を選定した設計とする。

機能要求①
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備

設計方針（環境条件等） － － － － － － － － － － －

11
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，精製建屋にて操作し
易い構造とし，確実に操作が可能な設計とする。

機能要求①
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 健全性確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
(1)操作性
a.操作環境
b.操作準備
c.操作内容
d.切替性

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

－ － － － － － － － － － －

－ － －8
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，ＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応により瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮して
も機能を損なわない設計とする。

機能要求② プルトニウム濃縮缶
設計方針（環境条件等）
設計方針（強度評価等）

－ － － － － － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 健全性確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散
等】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書
Ⅵ-1-1-3-2-3-4　重大事故時プルトニウム濃縮
缶加熱停止設備

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

Ⅵ-2-4　配置図
・重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

【重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
の基本方針】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の
系統構成や設備仕様を説明する。

Ⅴ-2-4　重大事故等対処設備の耐圧強度に関す
る計算書

Ⅴ-4　計算機プログラム（解析コード）の概要
Ⅴ-4-別添5　TBP等の錯体の急激な分解反応発
生時の影響に関する説明書
Ⅴ-4-別添5-1　TBP等の錯体の急激な分解反応
発生時の影響を考慮する施設の健全性の評価方
針
Ⅴ-4-別添5-2　プルトニウム濃縮缶の強度計算
書

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【Ⅴ-2-4　重大事故等対処設備の耐圧強度に関
する計算書】
重大事故時に廃ガス貯留設備が耐圧強度を有す
ることを説明する。

【Ⅴ-4　計算機プログラム（解析コード）の概
要】
耐圧強度を説明するにあたり使用した計算機プ
ログラムを説明する。

【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備）

別紙２

1

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.4　精製施設
2.4.●　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

冒頭宣言

2
定義
機能要求①

3 設置要求

4 設置要求

5

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，自然現象，人為事
象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物により重大事故
等に対処するための機能を損なわないよう，修理等の対応，関連する
工程の停止等の手順を保安規定に定めて，管理する。

運用要求

6
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，安全機能を有する施
設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使
用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

7 機能要求①

9

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，配管の全周破断に対
して，適切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐
食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とす
る。

機能要求①

10
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，想定される重大事故
等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高く
なるおそれの少ない場所を選定した設計とする。

機能要求①

11
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，精製建屋にて操作し
易い構造とし，確実に操作が可能な設計とする。

機能要求①

8
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，ＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応により瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮して
も機能を損なわない設計とする。

機能要求②

項目
番号

基本設計方針 要求種別
説明対象

申請対象設備
（１項変更②）

申請対象設備
（２項変更③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備

（１項変更③）
申請対象設備

（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

－ － － － － － ○ － 基本方針 － － －

－ － － － － － ○ －
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備

－ － －

－ － － － － － ○ －
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備

－ － －

－ － － － － － ○ －
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備

－ － －

－ － － － － － ○ － 基本方針 － － － － －

－ － － － － － ○ －
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備

－ － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3. 健全性確保のための設計方針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の悪影響防
止】
重大事故等対処設備の悪影響防止
について説明する。

－ － － － － － ○ －
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備

－ － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-2-3-4　重大事故時プル
トニウム濃縮缶加熱停止設備

【重大事故等対処設備の個数及び
容量】
重大事故等対処設備の個数及び容
量について説明する。

－ － － － － － ○ －
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備

－ － －

－ － － － － － ○ －
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備

－ － －

－ － － － － － ○ －
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備

－ － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3. 健全性確保のための設計方針
3.4　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
(1)操作性
a.操作環境
b.操作準備
c.操作内容
d.切替性

【重大事故等対処設備の操作性の
確保】
重大事故等対処設備の操作性の確
保について説明する。

－ －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3. 健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
重大事故等対処設備の環境条件等
について説明する。

○ － プルトニウム濃縮缶 － －

【Ⅴ-2-4　重大事故等対処設備の
耐圧強度に関する計算書】
重大事故時に廃ガス貯留設備が耐
圧強度を有することを説明する。

【Ⅴ-4　計算機プログラム（解析
コード）の概要】
耐圧強度を説明するにあたり使用
した計算機プログラムを説明す
る。

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
重大事故等対処設備の環境条件等
について説明する。

Ⅴ-2-4　重大事故等対処設備の耐
圧強度に関する計算書

Ⅴ-4　計算機プログラム（解析
コード）の概要
Ⅴ-4-別添5　TBP等の錯体の急激
な分解反応発生時の影響に関する
説明書
Ⅴ-4-別添5-1　TBP等の錯体の急
激な分解反応発生時の影響を考慮
する施設の健全性の評価方針
Ⅴ-4-別添5-2　プルトニウム濃縮
缶の強度計算書

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3. 健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故時プルトニウム濃縮缶
加熱停止設備の基本方針】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加
熱停止設備の系統構成や設備仕様
を説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3. 健全性確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の多様性，
位置的分散等】
重大事故等対処設備の多様性，位
置的分散等について説明する。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-2-3-4　重大事故時プル
トニウム濃縮缶加熱停止設備

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時プルトニウム濃縮缶
加熱停止設備

Ⅵ-2-4　配置図
・重大事故時プルトニウム濃縮缶
加熱停止設備

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

12
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，再処理施設の運転中
又は停止中に外観検査及び分解点検が可能な設計とする。

機能要求①
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備

設計方針（試験・検査）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － － － － － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

12
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，再処理施設の運転中
又は停止中に外観検査及び分解点検が可能な設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

－ － － － － － ○ －
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備

－ － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検
査性】
重大事故等対処設備の試験・検査
性について説明する。

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時供給停止回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第２章　個別項目
４　計測制御系統施設
4.4　重大事故時供給停止回路

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2
重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，ハードワイヤードロジック
で構成する。

設置要求 重大事故時供給停止回路 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3 冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4 機能要求① 重大事故時供給停止回路 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

5 機能要求① 重大事故時供給停止回路 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

6 冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

7 機能要求② 重大事故時供給停止回路 設計方針（設定値） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

8 機能要求② 重大事故時供給停止回路 設計方針（設定値） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

9 機能要求② 重大事故時供給停止回路 設計方針（設定値） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

10 機能要求① 重大事故時供給停止回路 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

11
機能要求①
運用要求

重大事故時供給停止回路
設計方針
基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

12
設置要求
機能要求①

重大事故時供給停止回路 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

13 機能要求① 重大事故時供給停止回路 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

14
重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能な設
計とする。

機能要求① 重大事故時供給停止回路 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

15 機能要求① 重大事故時供給停止回路 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書
Ⅵ-1-1-3-4-7　重大事故時供給停止回路

Ⅵ-1-2　計測制御系統施設に関する説明書
Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並び
に計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

Ⅵ-2-4　配置図

【重大事故時供給停止回路の基本方針】
重大事故時供給停止回路の系統構成や設備仕様
を説明する。

【重大事故時供給停止回路の計測範囲及び警報
設定値】
重大事故時供給停止回路の計測範囲，事故時に
損傷しないこと及び警報設定値について説明す
る。

【Ⅵ-2-4　配置図】
重大事故時供給停止回路の計器（プルトニウム
濃縮缶　圧力，プルトニウム濃縮缶　液相部
温度，プルトニウム濃縮缶　気相部　温度）の
設置場所について説明する。

添付書類　構成
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時供給停止回路）

別紙２

1

第２章　個別項目
４　計測制御系統施設
4.4　重大事故時供給停止回路

冒頭宣言

2
重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，ハードワイヤードロジック
で構成する。

設置要求

3 冒頭宣言

4 機能要求①

5 機能要求①

6 冒頭宣言

7 機能要求②

8 機能要求②

9 機能要求②

10 機能要求①

11
機能要求①
運用要求

12
設置要求
機能要求①

13 機能要求①

14
重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能な設
計とする。

機能要求①

15 機能要求①

項目
番号

基本設計方針 要求種別
説明対象

申請対象設備
（１項変更②）

申請対象設備
（２項変更③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備

（１項変更③）
申請対象設備

（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 重大事故時供給停止回路 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 重大事故時供給停止回路 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 重大事故時供給停止回路 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 重大事故時供給停止回路 ― ―
個数
検出器の種類
設定値

― ― ― ― ― ― ○ ― 重大事故時供給停止回路 ― ―
個数
検出器の種類
設定値

― ― ― ― ― ― ○ ― 重大事故時供給停止回路 ― ―
個数
検出器の種類
設定値

― ― ― ― ― ― ○ ― 重大事故時供給停止回路 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 重大事故時供給停止回路 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 重大事故時供給停止回路 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 重大事故時供給停止回路 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 重大事故時供給停止回路 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 重大事故時供給停止回路 ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-4-7　重大事故時供給停
止回路

Ⅵ-1-2　計測制御系統施設に関す
る説明書
Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関す
る説明書並びに計測範囲及び警報
動作範囲に関する説明書

Ⅵ-2-4　配置図

【重大事故時供給停止回路の基本
方針】
重大事故時供給停止回路の系統構
成や設備仕様を説明する。

【重大事故時供給停止回路の計測
範囲及び警報設定値】
重大事故時供給停止回路の計測範
囲，事故時に損傷しないこと及び
警報設定値について説明する。

【Ⅵ-2-4　配置図】
重大事故時供給停止回路の計器
（プルトニウム濃縮缶　圧力，プ
ルトニウム濃縮缶　液相部　温
度，プルトニウム濃縮缶　気相部
温度）の設置場所について説明す
る。

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

40



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時供給停止回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

16 設置要求 重大事故時供給停止回路
設計方針（多様性，位置
的分散）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散
等】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

17

重大事故時供給停止回路は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏
えい，火災及び内部発生飛散物により重大事故等に対処するための機
能を損なわないよう，修理等の対応，関連する工程の停止等の手順を
保安規定に定めて，管理する。

運用要求 基本方針 基本方針 － － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

18
重大事故時供給停止回路は，他の設備から独立して単独で使用可能な
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 重大事故時供給停止回路 設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

19
設置要求
機能要求①

重大事故時供給停止回路
設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書
Ⅵ-1-1-3-4-7　重大事故時供給停止回路

Ⅵ-1-2　計測制御系統施設に関する説明書
Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並び
に計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

【重大事故時供給停止回路の基本方針】
重大事故時供給停止回路の系統構成や設備仕様
を説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

20
重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により
瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても機能を損なわない
設計とする。

機能要求① 重大事故時供給停止回路
設計方針（環境条件等）
設計方針（強度評価等）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-1-2　計測制御系統施設に関する説明書
Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並び
に計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

【重大事故時供給停止回路の基本方針】
重大事故時供給停止回路の系統構成や設備仕様
を説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

21
重大事故時供給停止回路は，配管の全周破断に対して，適切な材質と
することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，
有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。

機能要求① 重大事故時供給停止回路 設計方針（環境条件等）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

22
重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，想定される重大事故等が発
生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可
能な設計とする。

機能要求① 重大事故時供給停止回路
設計方針（操作性の確
保）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

23
重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，中央制御室において緊急停
止操作スイッチを押下することで作動する設計とし，ＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応の発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

機能要求① 重大事故時供給停止回路
設計方針（操作性の確
保）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

24
重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，再処理施設の運転中又は停
止中に外観点検，性能確認等が可能な設計とする。

機能要求① 重大事故時供給停止回路 設計方針（試験・検査）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
(1)操作性
a.操作環境
b.操作準備
c.操作内容
d.切替性

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時供給停止回路）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

16 設置要求

17

重大事故時供給停止回路は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏
えい，火災及び内部発生飛散物により重大事故等に対処するための機
能を損なわないよう，修理等の対応，関連する工程の停止等の手順を
保安規定に定めて，管理する。

運用要求

18
重大事故時供給停止回路は，他の設備から独立して単独で使用可能な
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

19
設置要求
機能要求①

20
重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により
瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても機能を損なわない
設計とする。

機能要求①

21
重大事故時供給停止回路は，配管の全周破断に対して，適切な材質と
することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，
有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。

機能要求①

22
重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，想定される重大事故等が発
生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可
能な設計とする。

機能要求①

23
重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，中央制御室において緊急停
止操作スイッチを押下することで作動する設計とし，ＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応の発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

機能要求①

24
重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，再処理施設の運転中又は停
止中に外観点検，性能確認等が可能な設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― ○ ― 重大事故時供給停止回路 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の多様性，
位置的分散等】
重大事故等対処設備の多様性，位
置的分散等について説明する。

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ― － －

― ― ― ― ― ― ○ ― 重大事故時供給停止回路 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の悪影響防
止】
重大事故等対処設備の悪影響防止
について説明する。

― ― ― ― ― ― ○ ― 重大事故時供給停止回路 ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-4-7　重大事故時供給停
止回路

Ⅵ-1-2　計測制御系統施設に関す
る説明書
Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関す
る説明書並びに計測範囲及び警報
動作範囲に関する説明書

【重大事故時供給停止回路の基本
方針】
重大事故時供給停止回路の系統構
成や設備仕様を説明する。

― ― ― ― ― ― ○ ― 重大事故時供給停止回路 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-1-2　計測制御系統施設に関す
る説明書
Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関す
る説明書並びに計測範囲及び警報
動作範囲に関する説明書

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
重大事故等対処設備の環境条件等
について説明する。

【重大事故時供給停止回路の基本
方針】
重大事故時供給停止回路の系統構
成や設備仕様を説明する。

― ― ― ― ― ― ○ ― 重大事故時供給停止回路 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
重大事故等対処設備の環境条件等
について説明する。

― ― ― ― ― ― ○ ― 重大事故時供給停止回路 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 重大事故時供給停止回路 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 重大事故時供給停止回路 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検
査性】
重大事故等対処設備の試験・検査
性について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
(1)操作性
a.操作環境
b.操作準備
c.操作内容
d.切替性

〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

凡例

【重大事故等対処設備の操作性の
確保】
重大事故等対処設備の操作性の確
保について説明する。

－：当該申請回次で記載しない項目

・「説明対象」について
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

2 機能要求① 廃ガス貯留設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

設計方針

【精製建屋】
○設計基準対象の施設と兼用する主
配管
・精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）
・精製建屋換気設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の廃ガスポット
○精製建屋換気設備のセル排気フィ
ルタユニット
○精製建屋換気設備のグローブボッ
クス・セル排風機

機能要求②

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書
Ⅵ-1-1-3-4-1-6　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-4　配置図
・廃ガス貯留設備

【廃ガス貯留設備の基本方針】
廃ガス貯留設備の系統構成や設備仕様を説明す
る。

― ― ― ― ― ― ―

1

第２章　個別項目
５　放射性廃棄物の廃棄施設
5.2　廃ガス貯留設備

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3 機能要求② 設計方針【精製建屋】
○設計基準対象の施設と兼用する主
配管
・精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）
○設計基準対象の施設と兼用しない
主配管
○設計基準対象の施設と兼用しない
貯槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の排風機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の隔離弁

― ― ―

― ― ― ―4

― ―

― ― ― ― ― ― ― ―

添付書類　構成
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

― ― ― ― ― ― ― ― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

2 機能要求①

機能要求②

1

第２章　個別項目
５　放射性廃棄物の廃棄施設
5.2　廃ガス貯留設備

冒頭宣言

3 機能要求②

4

項目
番号

基本設計方針 要求種別
説明対象

申請対象設備
（１項変更②）

申請対象設備
（２項変更③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備

（１項変更③）
申請対象設備

（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

― ― ― ― ― ― ○ ― 廃ガス貯留設備 ― ― ―

○主配管
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径
・厚さ
・主要材料
○貯槽
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・個数
○空気圧縮機
・種類
・定格容量
・吐出圧力
・主要寸法
・主要材料
・個数
・原動機
・取付箇所
○弁
・種類
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・駆動方法
・閉止時間
・個数

○主配管
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径
・厚さ
・主要材料
○貯槽
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・個数
○排風機
・種類
・負圧管理目標
値
・容量
・主要寸法
・主要材料
・個数
・取付箇所
・原動機
・設計上の空気
流入率

――

【精製建屋】
○設計基準対象の施設と兼用する主
配管
・精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）
・精製建屋換気設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の廃ガスポット
○精製建屋換気設備のセル排気フィ
ルタユニット
○精製建屋換気設備のグローブボッ
クス・セル排風機

―

――

― ― ○ ―

― ○――――

― ―

― ―

― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― －

― ―

【精製建屋】
○設計基準対象の施設と兼用する主
配管
・精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）
○設計基準対象の施設と兼用しない
主配管
○設計基準対象の施設と兼用しない
貯槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の排風機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の隔離弁

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-4-1-6　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-4　配置図
・廃ガス貯留設備

【廃ガス貯留設備の基本方針】
廃ガス貯留設備の系統構成や設備
仕様を説明する。―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

【精製建屋】
○設計基準対象の施設と兼用する主
配管
・精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の排風機
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の隔離弁

7 機能要求②
【精製建屋】
○逆止弁

設計方針

8 運用要求 基本方針 基本方針 － － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

9 機能要求②

【精製建屋】
○設計基準対象の施設と兼用しない
貯槽
・廃ガス貯留槽

設計方針（容量） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

10 機能要求②

【精製建屋】
○設計基準対象の施設と兼用しない
貯槽
・廃ガス貯留槽

設計方針（容量） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ―― ―

6 機能要求② 設計方針

5 機能要求② 【精製建屋】
○設計基準対象の施設と兼用する主
配管
・精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）
○設計基準対象の施設と兼用しない
主配管
○設計基準対象の施設と兼用しない
貯槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の排風機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の隔離弁

設計方針

― ―― ―

― ―― ― ―

― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書
Ⅵ-1-1-3-4-1-6　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-4　配置図
・廃ガス貯留設備

【廃ガス貯留設備の基本方針】
廃ガス貯留設備の系統構成や設備仕様を説明す
る。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書
Ⅵ-1-1-3-4-1-6　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-4　配置図
・廃ガス貯留設備

【廃ガス貯留設備の基本方針】
廃ガス貯留設備の系統構成や設備仕様を説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

7 機能要求②

8 運用要求

9 機能要求②

10 機能要求②

6 機能要求②

5 機能要求②

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

○ －
【精製建屋】
○逆止弁

－ －

○弁
・種類
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・個数

― ― ― ― ― ― ○ － 基本方針 － － － － －

― ― ― ― ― ― ○ ―

【精製建屋】
○設計基準対象の施設と兼用しない
貯槽
・廃ガス貯留槽

― ―

○貯槽
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・個数

― ― ― ― ― ― ○ ―

【精製建屋】
○設計基準対象の施設と兼用しない
貯槽
・廃ガス貯留槽

― ―

○貯槽
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・個数

○主配管
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径
・厚さ
・主要材料
○排風機
・種類
・負圧管理目標
値
・容量
・主要寸法
・主要材料
・個数
・取付箇所
・原動機
・設計上の空気
流入率
○弁
・種類
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・駆動方法
・閉止時間
・個数

【精製建屋】
○設計基準対象の施設と兼用する主
配管
・精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の排風機
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の隔離弁

―

― ―

○主配管
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径
・厚さ
・主要材料
○貯槽
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・個数
○空気圧縮機
・種類
・定格容量
・吐出圧力
・主要寸法
・主要材料
・個数
・原動機
・取付箇所
○弁
・種類
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・駆動方法
・閉止時間
・個数

― ― ―

― ― ―

【精製建屋】
○設計基準対象の施設と兼用する主
配管
・精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）
○設計基準対象の施設と兼用しない
主配管
○設計基準対象の施設と兼用しない
貯槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の排風機
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の隔離弁

―

――

―― ―

― ―

○

○―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-4-1-6　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-4　配置図
・廃ガス貯留設備

【廃ガス貯留設備の基本方針】
廃ガス貯留設備の系統構成や設備
仕様を説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-4-1-6　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-4　配置図
・廃ガス貯留設備

【廃ガス貯留設備の基本方針】
廃ガス貯留設備の系統構成や設備
仕様を説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

11 運用要求 基本方針 基本方針 － － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

12 運用要求 基本方針 基本方針 － － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

13
廃ガス貯留設備から発生したドレン水については，低レベル廃液処理
設備に移送し，適切に処理できる設計とする。

機能要求① 廃ガス貯留設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

14 機能要求① 廃ガス貯留設備 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

15 設置要求 廃ガス貯留設備
設計方針（多様性，位置
的分散）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

16 設置要求 廃ガス貯留設備
設計方針（多様性，位置
的分散）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

17

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施
設は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発
生飛散物により重大事故等に対処するための機能を損なわないよう，
修理等の対応，関連する工程の停止等の手順を保安規定に定めて，管
理する。

運用要求 基本方針 基本方針 － － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

18
廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安全機能を有する施設として
使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とするこ
とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 廃ガス貯留設備 設計方針（悪影響防止） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

19
廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が飛散することを防ぐことで
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 廃ガス貯留設備 設計方針（悪影響防止） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ―20

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応が発生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応により発生した放射性物質を含む気体を貯留するた
めに必要な容量を有する設計とするとともに，動的機器である廃ガス
貯留設備の空気圧縮機及び弁は，多重化した設計とし，廃ガス貯留設
備は，前処理建屋及び精製建屋に必要な系列数を設置する設計とす
る。

機能要求②
設置要求

設計方針（個数及び容
量）

【精製建屋】
○設計基準対象の施設と兼用しない
貯槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散
等】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書
Ⅵ-1-1-3-4-1-6　廃ガス貯留設備

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書
Ⅵ-1-1-3-4-1-6　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-4　配置図
・廃ガス貯留設備

【廃ガス貯留設備の基本方針】
廃ガス貯留設備の系統構成や設備仕様を説明す
る。

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

11 運用要求

12 運用要求

13
廃ガス貯留設備から発生したドレン水については，低レベル廃液処理
設備に移送し，適切に処理できる設計とする。

機能要求①

14 機能要求①

15 設置要求

16 設置要求

17

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施
設は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発
生飛散物により重大事故等に対処するための機能を損なわないよう，
修理等の対応，関連する工程の停止等の手順を保安規定に定めて，管
理する。

運用要求

18
廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安全機能を有する施設として
使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とするこ
とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

19
廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が飛散することを防ぐことで
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

20

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応が発生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応により発生した放射性物質を含む気体を貯留するた
めに必要な容量を有する設計とするとともに，動的機器である廃ガス
貯留設備の空気圧縮機及び弁は，多重化した設計とし，廃ガス貯留設
備は，前処理建屋及び精製建屋に必要な系列数を設置する設計とす
る。

機能要求②
設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 廃ガス貯留設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 廃ガス貯留設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 廃ガス貯留設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 廃ガス貯留設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 廃ガス貯留設備 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 廃ガス貯留設備 ― ― ―

○貯槽
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・個数
○空気圧縮機
・種類
・定格容量
・吐出圧力
・主要寸法
・主要材料
・個数
・原動機
・取付箇所
○弁
・種類
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・駆動方法
・閉止時間
・個数

【精製建屋】
○設計基準対象の施設と兼用しない
貯槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○廃ガス貯留設備の隔離弁

－ －○――― －― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の悪影響防
止】
重大事故等対処設備の悪影響防止
について説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-4-1-6　廃ガス貯留設備

【重大事故等対処設備の個数及び
容量】
重大事故等対処設備の個数及び容
量について説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-4-1-6　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-4　配置図
・廃ガス貯留設備

【廃ガス貯留設備の基本方針】
廃ガス貯留設備の系統構成や設備
仕様を説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の多様性，
位置的分散等】
重大事故等対処設備の多様性，位
置的分散等について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

23
廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃による
損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等に
より機能を損なわない設計とする。

設置要求 廃ガス貯留設備 設計方針（環境条件等）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － － － － － － － －

―22
廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的に
上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても機能を損なわない設計とす
る。

機能要求②

【精製建屋】
○設計基準対象の施設と兼用する主
配管
・精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽
類廃ガス処理設備　高レベル濃縮廃
液廃ガス処理系
・精製建屋換気設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備
○設計基準対象の施設と兼用しない
主配管
○設計基準対象の施設と兼用しない
貯槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の排風機
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の高性能粒子フィルタ
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の廃ガスポット
○精製建屋換気設備のグローブボッ
クス・セル排風機
○精製建屋換気設備のセル排気フィ
ルタユニット
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の隔離弁
○逆止弁

設計方針（環境条件等）
設計方針（強度評価等）

21
廃ガス貯留設備は，臨界事故の発生を仮定する機器及びＴＢＰ等の錯
体の急激な分解反応の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対
処に必要な設備数を確保する設計とする。

機能要求②
設計方針（個数及び容
量）

【精製建屋】
○設計基準対象の施設と兼用する主
配管
・精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽
類廃ガス処理設備　高レベル濃縮廃
液廃ガス処理系
・精製建屋換気設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備
○設計基準対象の施設と兼用しない
主配管
○設計基準対象の施設と兼用しない
貯槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の排風機
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の高性能粒子フィルタ
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の凝縮器
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の廃ガスポット
○精製建屋換気設備のグローブボッ
クス・セル排風機
○精製建屋換気設備のセル排気フィ
ルタユニット
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の隔離弁
○逆止弁

― ―

Ⅴ-2-4　重大事故等対処設備の耐圧強度に関す
る計算書

Ⅴ-4　計算機プログラム（解析コード）の概要
Ⅴ-4-別添5　TBP等の錯体の急激な分解反応発
生時の影響に関する説明書
Ⅴ-4-別添5-1　TBP等の錯体の急激な分解反応
発生時の影響を考慮する施設の健全性の評価方
針
Ⅴ-4-別添5-2　プルトニウム濃縮缶の強度計算
書

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【Ⅴ-2-4　重大事故等対処設備の耐圧強度に関
する計算書】
重大事故時に廃ガス貯留設備が耐圧強度を有す
ることを説明する。

【Ⅴ-4　計算機プログラム（解析コード）の概
要】
耐圧強度を説明するにあたり使用した計算機プ
ログラムを説明する。

【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

― ― ― ― ―― ―

－ － － － － － － － － － －
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書
Ⅵ-1-1-3-4-1-6　廃ガス貯留設備

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

23
廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃による
損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等に
より機能を損なわない設計とする。

設置要求

22
廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的に
上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても機能を損なわない設計とす
る。

機能要求②

21
廃ガス貯留設備は，臨界事故の発生を仮定する機器及びＴＢＰ等の錯
体の急激な分解反応の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対
処に必要な設備数を確保する設計とする。

機能要求②

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

－ － － － － － ○ － 廃ガス貯留設備 － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
重大事故等対処設備の環境条件等
について説明する。

○主配管
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径
・厚さ
・主要材料
○排風機
・種類
・負圧管理目標
値
・容量
・主要寸法
・主要材料
・個数
・取付箇所
・原動機
・設計上の空気
流入率
○貯槽
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・個数
○空気圧縮機
・種類
・定格容量
・吐出圧力
・主要寸法
・主要材料
・個数
・原動機
・取付箇所
○弁
・種類
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・駆動方法
・閉止時間
・個数

－ － －

【精製建屋】
○設計基準対象の施設と兼用する主
配管
・精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽
類廃ガス処理設備　高レベル濃縮廃
液廃ガス処理系
・精製建屋換気設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備
○設計基準対象の施設と兼用しない
主配管
○設計基準対象の施設と兼用しない
貯槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の排風機
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の高性能粒子フィルタ
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の廃ガスポット
○精製建屋換気設備のグローブボッ
クス・セル排風機
○精製建屋換気設備のセル排気フィ
ルタユニット
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の隔離弁
○逆止弁

○主配管
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径
・厚さ
・主要材料
○排風機
・種類
・負圧管理目標
値
・容量
・主要寸法
・主要材料
・個数
・取付箇所
・原動機
・設計上の空気
流入率
○貯槽
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・個数
○空気圧縮機
・種類
・定格容量
・吐出圧力
・主要寸法
・主要材料
・個数
・原動機
・取付箇所
○弁
・種類
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・駆動方法
・閉止時間
・個数

－ －

【精製建屋】
○設計基準対象の施設と兼用する主
配管
・精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽
類廃ガス処理設備　高レベル濃縮廃
液廃ガス処理系
・精製建屋換気設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備
○設計基準対象の施設と兼用しない
主配管
○設計基準対象の施設と兼用しない
貯槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の排風機
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の高性能粒子フィルタ
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の凝縮器
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の廃ガスポット
○精製建屋換気設備のグローブボッ
クス・セル排風機
○精製建屋換気設備のセル排気フィ
ルタユニット
○廃ガス貯留設備の隔離弁
○精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔
槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の隔離弁
○逆止弁

○－ －－ －

―― ○―

－

―

－ －

― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書

【重大事故等対処設備の個数及び
容量】
重大事故等対処設備の個数及び容
量について説明する。

Ⅴ-2-4　重大事故等対処設備の耐
圧強度に関する計算書

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設
及び重大事故等対処設備が使用さ
れる条件の下における健全性に関
する説明書

【Ⅴ-2-4　重大事故等対処設備の
耐圧強度に関する計算書】
重大事故時に廃ガス貯留設備が耐
圧強度を有することを説明する。

【Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設及び重大事故等対処設備が使用
される条件の下における健全性に
関する説明書】
重大事故等対処設備の多様性，位
置的分散，悪影響防止，環境条件
等，操作性の確保及び設計方針
(試験・検査)について説明する。

50



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

24
廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の
漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液
防護する設計とする。

冒頭宣言 廃ガス貯留設備 設計方針（環境条件等） － － － － － － － － － － －

25
廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすること
により，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒
等）により機能を損なわない設計とする。

機能要求① 廃ガス貯留設備 設計方針（環境条件等） － － － － － － － － － － －

26
廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が発生した場合においても操
作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設計とする。

機能要求① 廃ガス貯留設備 設計方針（環境条件等） － － － － － － － － － － －

27 機能要求① 廃ガス貯留設備
設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
(1)操作性
a.操作環境
b.操作準備
c.操作内容
d.切替性

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

－ － － － － － － － － － －

28
廃ガス貯留設備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，性能
確認，分解点検等が可能な設計とする。

機能要求① 廃ガス貯留設備 設計方針（試験・検査） － － － － － － － － － － －

29

性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事
故時可溶性中性子吸収材供給回路又は重大事故時供給停止回路からの
信号による廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機の作動試験等を行
うことにより定期的に試験及び検査を実施する。

機能要求① 廃ガス貯留設備 設計方針（試験・検査） － － － － － － － － － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
(2)試験・検査性
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十一条　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

24
廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の
漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液
防護する設計とする。

冒頭宣言

25
廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすること
により，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒
等）により機能を損なわない設計とする。

機能要求①

26
廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が発生した場合においても操
作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設計とする。

機能要求①

27 機能要求①

28
廃ガス貯留設備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，性能
確認，分解点検等が可能な設計とする。

機能要求①

29

性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事
故時可溶性中性子吸収材供給回路又は重大事故時供給停止回路からの
信号による廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機の作動試験等を行
うことにより定期的に試験及び検査を実施する。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

－ － － － － － ○ － 廃ガス貯留設備 － － －

－ － － － － － ○ － 廃ガス貯留設備 － － －

－ － － － － － ○ ― 廃ガス貯留設備 ― ― ―

－ － － － － － ○ ― 廃ガス貯留設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
(1)操作性
a.操作環境
b.操作準備
c.操作内容
d.切替性

【重大事故等対処設備の操作性の
確保】
重大事故等対処設備の操作性の確
保について説明する。

－ － － － － － ○ ― 廃ガス貯留設備 ― ― ―

－ － － － － － ○ ― 廃ガス貯留設備 ― ― ―

・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

凡例

－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
重大事故等対処設備の環境条件等
について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検
査性】
重大事故等対処設備の試験・検査
性について説明する。
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令和３年９月６日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙３ 
 

 

 

基本設計方針の添付書類への展開 
 

※本別紙は追而とする。 
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別紙４ 
 

 

 

添付書類の発電炉との比較 
 

※本別紙は追而とする。 
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別紙５ 
 

 

 

補足説明すべき項目の抽出 
 

※本別紙は追而とする。 
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別紙６ 
 

 

 

変更前記載事項の 
既工認等との紐づけ 

 

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。 
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